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情審技第47号
平成13年9月25日

総　務　大　臣
　片　山　　虎之助殿

情報通信審議会
　会長秋山喜久

答　　申　　書

　平成13年3月28日付け諮問第2001号「2．4GHz帯を使用
する無線システムの高度化に必要な技術的条件』をもって諮問された事

案について、審議の結果、別添のとおり答申する。
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諮問第2001号「2．4GHz帯を使用する無線システムの高度化に必要な技術的

条件」に対する答申

　2．4GHz帯を使用する無線システムの高度化に必要な技術的条件は、以下のとおり

とすることが適当である．

1小電カデータ通信システムの技術的条件

1．1小電カデータ通信システムの無線局についての適用範囲

技術的条件の適用範囲は、送受信装置及び制御装置とする。

1．2一般的条件

（1）通信方式

単向、単信、半複信又は複信方式であること。

（2）変調方式

　アスペクトラム拡散方式及び直交周波数分割多重方式

　　スペクトラム拡散方式については、直接拡散（DS〉方式、周波数ホッピング（F

　H）方式又はDS方式とFH方式との複合（DS／FH）方式であること。直交周波数

　分割多重（OFDM）方式については、伝送データを分散させて複数のキャリアを

　各々変調し、それらを占有周波数帯内に均等かつ直交する周波数配置に多重し

　て伝送を行う方式であって、1MHz当たり1本以上のキャリア数を有するもの、又

　はこのOFDM方式とFH方式との複合（OFDM／FH）方式であること。

　イア以外の方式

　　振幅変調（ASK）方式、位相変調（PSK）方式、周波数偏移キーイング（FSK）

　方式又はこれらの複合方式であること。

（3）無線周波数帯

　産業科学医療用（ISM）の使用に指定されている2，400MHzから2，500MHzまでの

周波数帯から選択すること。（諸外国の状況等を考慮し、2，400MHzから
2，483．5MHzまでとすることが望ましい。）

（4）空中線電カ

　アスペクトラム拡散方式及び直交周波数分割多重方式

　　1MHzの帯域幅における平均電力が10mW以下（2，427MHz以上
　2，470．75MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、FH方式、DS／FH

　複合方式又はOFDM／FH複合方式によるものは3mW以下）であること。

　イア以外の方式

　　10mW以下であること。

（5）空中線利得
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アスペクトラム拡散方式及び直交周波数分割多重方式

　（ア）送信空中線の絶対利得は2．14デシベル以下であること。

　　　ただし、1MHz当たりの等価等方輻射電力が、絶．対利得2．14デシベルの

　　送信空中線に10mW（2，427MHz以上2，470．75MHz以下の周波数の電波を使

　　用するものであって、FH方式、DS／FH複合方式又はOFDM／FH複合方式

　　によるものは3mW）の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その

　　低下分を送信空中線の利得で補うことができる。

　（イ）指向性アンテナを用いる場合に限り、1MHz当たりの等価等方輻射電力が、

　　絶対利得2．14デシベルの送信空中線に10mW（2，427MHz以上
　　2，470．75MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、FH方式、DS／F

　　H複合方式又はOFDM／FH複合方式によるものは3mW）の空中線電力を加

　　えたときの値を越えることができるが、1MHz当たりの等価等方輻射電力をこ

　　の値のA倍にする場合には、使用する空中線の半値角θについてθ≦360

　　／A（度）を満たすこと。

　　　ただし、1MHz当たりの等価等方輻射電力の上限は、絶対利得12．14デ

　　シベルの送信空中線に10mW（2，427MHz以上2，470．75MHz以下の周波数の

　　電波を使用するものであって、FH方式、DS／FH複合方式又はOFDM／FH

　　複合方式によるものは3mW）を加えたときの値とする。

　イア以外の方式

　　（ア）絶対利得が2．14デシベル以下であること。

　　　ただし、等価等方輻射電力が絶対利得2．14デシベルの送信空中線に10

　　mWの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空

　　中線の利得で補うことができる。

　（イ）指向性アンテナを用いる場合に限り、等価等方輻射電力が、絶対利得2、1

　　4デシベルの送信空中線に10mWの空中線電力を加えたときの値を越えるこ

　　とができるが、1MHz当たりの等価等方輻射電力をこの値のA倍にする場合

　　には、使用する空中線の半値角θについてθ≦360／A（度）を満たすこと。

　　　ただし、等価等方輻射電力の上限は、絶対利得12．14デシベルの送信空

　　中線に10mWを加えたときの値とする。

（6）違法使用への対策

　送信装置の主要な部分（空中線系を除く高周波部及び変調部）は、容易に開け

ることの出来ない構造であること。

13無線設備の技術的条件
1．3．1送信装置

（1）周波数の許容偏差

　±50×10－6以内であること。

（2）スプリアス発射の強度の許容値
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　　1MHzの帯域幅における平均電力が次の値以下であること。

　　ア2，387MHz未満及び2，496．5MHz未満を超える周波数帯12．5μW

　　イ2，387MHz以上2，400MHz未満及び2，483．5MHzを超え2，496．5MHz以下：25μW

（3）筐体輻射

　実効輻射電力がスプリアス発射の強度の許容値以下であること。なお、既に存在

する小電カデータ通信システムについては現行の規格を適用する。

（4）空中線電力の許容値

　上限20％、下限80％以内であること。

（5）占有周波数帯幅の許容値

　アFH方式、DS／FH複合方式又はOFDM／FH複合方式：83．5MHz以下

　イァ以外の方式：26MHz以下

（6）SS方式の拡散帯域幅（全電力の90％が含まれる周波数帯幅）

　拡散帯域幅の下限については、500kHz以上であること。

（7）SS方式の拡散率

　5以上であること．

（8）ホッピングの一様性

　FH方式においては、特定の周波数において電波を連続して発射する時間（滞留

時間）は0．4秒以下であり、かつ0．4秒に拡散率を乗じた時間内で任意の周波数の

滞留時間の合計が0．4秒以下であること。

1．3，2受信装置

　　副次的に発する電波等の限度については、平均電力が1GHz未満の周波数にお

　いて4nW以下、1GHz以上の周波数において20nW以下であること。

13．3電気通信回線設備との接続
　電気通信回線設備に接続するものは、次の条件に適合すること。

（1）個別識別符号（IDコード）

　　識別信号を利用し、48ビット以上で構成すること。

（2）インタフェース条件

　　混信による誤接続等を防止するため、キャリアセンス又は相関信号センスにより対

　策を講ずるものであること。ただし通信品質劣化時に通信路の切断を行う機能を有

　するものにあっては、通信路の正常性を確認することにより対策を講じることができ

　る。

13．4混信防止機能
（1）電波法施行規則第6条の2第3号に規定する混信防止機能を有すること。

（2）2，427MHz以上2，470．75MHz以下の周波数の電波を使用するものは、利用者に

　よる周波数の切り替え又は電波の発射の停止が容易に出来る機能を有すること。
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1．4測定法

　以下の項目を除き、平成4年度電気通信技術審議会答申第57号「無線LANシス

テムの技術的条件』に準ずること。

（1）周波数

　　DS方式又はOFDM方式の場合はPN符号をデータとした変調波、FH方式、D

　S／FH方式又はOFDM／FH方式の場合は拡散変調を停止した状態で、また、そ

　の他の方式については無変調波（搬送波）を送信した状態で、周波数計を用いて

　平均値（バースト波にあたってはバースト内の平均値）を測定すること。

（2）送信装置の空中線電力

　ア空中線端子付きの場合
　　　スペクトルアナライザのIF出力に電力計を接続して、1MHzの帯域幅における

　　平均電力を測定することが適当である。平均電力を求める際の平均時間は、FH

　　方式又はDS／FH複合方式又はOFDM／FH複合方式にあっては、測定値が一

　　定となるまでの十分な時間とすることが適当である。DS方式又はOFDM方式に

　　あっては、バースト波の場合は、バースト内の平均電力とすること。

　　イ空中線端子無しの場合

　　　電波暗室で1MHzの帯域幅における実効輻射電力を測定し・［測定値×θ

　　／360（θは半値角（度））］を空中線電力とする。その他の条件は空中線端

　　子付の場合に同じとすること。

（3）空中線の半値角

　　電波暗室で供試機を回転代の上に載せて、1MHzの帯域幅における実効輻射電

　力が最大点から半分になる角度を測定すること。

（4）送信装置のスプリアス発射の強度

　　ア空中線端子付きの場合

　　　スペクトルアナライザで1MHzの帯域幅における平均電力を測定すること。平

　　均電力を求める際の平均時間は、FH方式、DS／FH複合方式又はOFDM／F

　　H複合方式にあっては、空中線電力の測定の際の平均時間と同じとすること。D

　　S方式又はOFDM方式にあっては、バースト波の場合はバースト内の平均電力と

　　すること。

　　イ空中線端子無しの場合

　　　電波暗室で1MHzの帯域幅における実効輻射電力を測定し、その値が次の値

　　以下であることを確認すること。その他の条件は空中線端子付の場合に同じとす

　　ること。

　　（ア）2，427MHz以上2，470。75MHz以下の電波を使用するもの

　　　a．2，387MHz未満及び2，496．5MHz未満を超える周波数帯：

　　　　2．5μW又は基本波の1MHz帯域幅における実効輻射輻射電力との相対
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　　　　｛直カミー31dB

　　　b。2，387MHz以上2，400MHz未満及び2，483。5MHzを超え2，496．5MHz以下：

　　　　25μW又は基本波の1MHz帯域幅における実効輻射輻射電力との相対値

　　　　が一21dB

　　（イ）（ア）以外のもの

　　　a．2，387MHz未満及び2，496．5MHz未満を超える周波数帯：

　　　　2，5μW又は基本波の1MHz帯域幅における実効輻射輻射電力との相対

　　　イ直カミー36dB

　　　b．2，387MHz以上2，400MHz未満及び2，483．5MHzを超え2，496．5MHz以下：

　　　　25μW又は基本波の1MHz帯域幅における実効輻射輻射電力との相対

　　　1直力｛一26dB

（5）受信装置の副次的に発射する電波等

　　空中線端子無しの場合、実効輻射電力を測定し、次の値以下であることを確認

　すること。

　ア　2，427MHz以上2，470．75MHz以下の電波を使用するもの

　　（ア）1GHz未満の周波数において4nW又は基本波の1MHz帯域幅における実

　　　　効輻射輻射電力との相対値が一59dB

　　（イ）1GHz以上の周波数において20nW又は基本波の1MHz帯域幅における

　　　　実効輻射輻射電力との相対値が一52dB

　イ　ア以外のもの

　　（ア）1GHz未満の周波数において4nW又は基本波の1MHz帯域幅における実

　　　　効輻射輻射電力との相対値が一64dB

　　（イ）1GHz以上の周波数において20nW又は基本波の1MHz帯域幅における

　　　　実効輻射輻射電力との相対値が一57dB

（6）筐体輻射

　　（4）イと同様に測定すること。
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2FH方式を用いる移動体識別用無線局の技術的条件
　　　FH方式を使用する移動体識別用無線局の技術的条件は、以下のとおりとすること

　　が適当である。他の方式を使用する移動体識別用無線局の技術的条件については、

　　現行の技術的条件のとおりとするのが適当である。

2．1一般的条件

（1）伝送方式及び変調方式

　　スペクトラム拡散方式（FH方式）であること。

（2）無線周波数帯

　産業科学医療用（ISM）の使用に指定されている2，400MHzから2，500MHzまでの

　周波数帯（ISMバンド〉から選択すること。（特に諸外国の状況等を考慮し、

　2，400MHzから2，483．5MHzまでとすることが望ましい。）

（3）空中線電力

　1MHzの帯域幅における平均電力が10mW以下（2，427MHz以上2，470，75MHz以

　下の周波数の電波を使用するものは3mW以下）であること。

（4）空中線利得

　送信空中線の絶対利得は、6デシベル以下であること。

　ただし、1MHz当たりの等価等方輻射電力が絶対利得6デシベルの送信空中線

　に10mW（2，427MHz以上2，470．75MHz以下の周波数の電波を使用するものは3m

　W）の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線

　の利得で補うことが可能であること。

（5）応答機からの受信

　応答機（送受信装置から独立した応答のための装置であって、送信設備が発射

　する電波により作動し、その受信電力の全部又は一部を同一周波数帯として発射

　するものをいう。）からの電波を受信できること。

（6）違法使用への対策

　　送信装置の主要な部分（空中線系を除く高周波部及び変調部）は、容易に開け

　ることの出来ない構造であること。

2．2無線設備の技術的条件

2．2．1送信装置

　（1）周波数の許容偏差

　　　±50×10－6以内であること。

　（2）スプリアス発射の強度の許容値

　　　1MHzの帯域幅における平均電力が次の値以下であること。

　　　ア2，387MHz未満及び2，496．5MHzを超える周波数帯：2．5μW

　　　イ2，387MHz以上2，400MHz未満及び2，483．5MHzを超え2，496．5MHz以下：25μW
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（3）空中線電力の許容値

　上限20％、下限80％以内であること。

（4）占有周波数帯幅の許容値

　　83．5MHz以下であること。

（5）ホッピングの一様性

　特定の周波数において電波を連続して発射する時間（滞留時間）は0．4秒以下で

　あり、かつ2秒間における任意の周波数での滞留時間の合計が0．4秒以下であ

　ること。

（6）筐体輻射

　　実効輻射電力がスプリアス発射の強度の許容値以下であること。

2．2．2受信装置

　　副次的に発する電波等の限度については、平均電力が1GHz未満の周波数にお

　いて4nW以下、1GHz以上の周波数において20nW以下であること。

2、2．3混信防止機能

　　利用者による周波数の切り替え又は電波の発射の停止が容易に出来る機能を有

　すること。

2．3測定法

FH方式を用いる無線局については、小電力データ通信システムに準ずること。
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1　審議事項

　2．4GHz帯高度化方策委員会は、情報通信審議会諮問第2001号「2．4GHz帯を使

用する無線システムの高度化に必要な技術的条件」（平成13年3月28日諮問）に

ついて審議を行った。

11　委員会及び分科会の構成

　委員会の構成については、別表1のとおり。

　なお、検討の促進を図るため、本委員会の下に作業班を設けて検討を行った。

　作業班の構成については、別表2のとおり。

皿　審議経過

①第1回（平成13年4月17日）

　　委員会の運営方法、審議方針及び検討事項について審議を行った。また、作業

　班を設置することとした。

②第2回（平成13年7月6日）
　　中間報告書案及び今後の検討事項について審議を行った。また、関係者からの

　意見聴取の機会を設けた結果、所定の期日までに意見陳述を希望する旨の申し出

　が5件あり、それらの意見を踏まえて審議を行うこととなった。（参考資料1）

③第3回（平成13年9月17日）
　　これまでの審議を．5・まえ、答申案及び委員会報告書をとりまとめた。
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N審議内容

第1章2．4GHz帯使用機器の現状

　2．4GHz帯は、産業科学医療（1SMllndustrial，Scienti恥and　Medical）ノくンドとしてISM応

用機器の使用が認められており、この周波数で運用する無線通信業務は、ISM応用機

器の使用によって生じ得る有害な混信を容認しなければならない。国内では、図1。1のよ

うに割り当てられている。

2，400 lSMバンド 2，500

アマチュア無線乞450　　乞48a5巨画
　　2427　　　　　　　　　　　2，470，75　　2，471　　　　　　　　　　　　　　2，497

　　　移動体識別システムロ亙琶垂【］トーVICα・

2，400 小電カデータ通信システム穏 2，483．5

【MHz】

　　　＊1MSS（Mobile　Sate”ite　Service〉：移動衛星業務

　　　＊2V【CS（道路交通情報通信システム）＝2，499．7MHz

　　　＊3一般にr高度小電カデータ通信システム」と呼ばれている

図1．12．4GHz帯の使用状況

　また、ISMバンドでは、電子レンジ以外にも、医療用ハイパーサーミア、木材乾燥機な

どのマグネトロン応用機器が使用されている。本章では、まずこれらISMバンドを使用し

ている各種機器のシステムイメージ、技術諸元、アプリケーション例および市場規模を説

明し、諸外国の状況及び今後の傾向などを示す。

1小電カデータ通信システム

1．1システムイメージと応用例

　2．4GHz帯小電カデータ通信システム（通称無線LAN）は、高速伝送能力を活かした

無線通信による比較的大容量のデータ伝送が可能である。同システムは、ネットワー

クを構築することでシステムの高度化に用いたり、屋外などの回線工事が不可能な場

所における高速データ伝送用組み込み通信装置として用いられ、近年、OA（Of日ce

Automation）、FA（Factory　Automation）、SA（Service　Automation）の各分野において二

一ズが高まっている。主なシステム構成は図1．2のとおりである。

　また、本システムは、LANの一種であるためインターネットとの親和性が良好であ

る。このため、本システムをインターネット接続のための加入者側のアクセス手段（い

わゆるラストワンマイル〉として活用する電気通信事業者も現れてきている。（図1．3）
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図12システム構成図

システム構成 基本サーピスエリア 利用形態 備考

標
　
　
準
　
　
L
　
　
A
　
　
N

形態1対等分散通信

　　麗＼み轟
　　　　　　轟

半径20m

程度

・固定型

・半固定型

・移動型

・単信方式

・CSMA＊＊方式

形態2ポイント・スター通信

　　　轟＼福
　　　　　届＼

　　　麗　轟

同上 同上 ・単信方式

（2波単信方式）

・アクセス制御は、

　集中局主導可能

形態3ポイント・メッシュ通信

1鷲
同上 同上 ・単信方式

・アクセス制御は、

　集中局主導

形態4リピート中継

　　　番1番

　　　1畢魯）
　　　留毛S1＼遇ノ

　　　　甲

BSA＊内は形態

1、2、3と同じ

・固定型

・半固定型

・移動型

・BSA内は、形態1、

2、3のいずれか

形態5ポイント・スター通信

　　　　　　　’　一　曹　讐　、

　　　麺茶＼

　　　　㌧轟墨ノ

　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　、　、　一　一　’

同上 同上 1司上

標
準
L
A
N
以
外

形態6対向型通信

轟覧謁
　　　　　　　　　馬

　1：1、1：N等

同上 モデムやプリン

タの無線接続、

その他の標準

LAN以外のテデ

ータ伝送など

・単信方式、半複信

　方式、複信方式

　等

＊BSA（Basic　Service　Area）、＊＊CSMA（Carrier　Sense　Multiple　Access）

ここで、固定型　1通常固定し、ロケーション変更の場合のみ移動する形態

　　　半固定型：通常移動を伴うが、通信時は移動しない形態

　　　移動型　：通信時も移動可能な形態
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図1．3ラストワンマイルとしての活用例

インターネット

b
ルータ

光フアイバ等

〆
アクセスポイント

　□□□
□□□□
□□□□

スター型

インターネット

ルータ

／与
アクセスポイント

□□口
□□□□
□□□□

光フアイバ等

バス型

アクセスポイントは電柱やビル屋上に設置
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　2．4GHz　ISM帯での使用を前提としているため、ある程度の干渉を許容したシステム

としてスペクトラム拡散（SS：Spread　Spectrum）方式を用いている。1992年、電波法施

行規則第6条第4項第4号に「小電カデータ通信システムの無線局の無線設備」として

規定され、免許不要なシステムとして運用されている。また、1999年には使用周波数

帯が拡張された（高度）小電カデータ通信システムが制度化されており、システムの

技術基準は表1．1の次のとおりである。

　運用においては、免許を要しない局である条件として電波法第4条に「他の無線局

にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができ

るもの」と規定されている。

1．3システムの特徴

　小電力データ通信システムは、微弱を除く2。5GHz以下で容認されている唯一の広

帯の小電力無線であり、他のシステムに対する利点は以下のとおりである。

（1）データ伝送速度が高速なため、比較的大容量のデータ伝送に適している。

（2）高速伝送が可能なため、誤り訂正を行ってもスループットを確保できる。

（3）端末の移設・増設の際に設置工事が不要であり、経済的な回線構築が容易に実

　現できる。

1．4市場分野及び用途の動向

　パソコンの低価格化は、OA以外でのパソコンの使用を増加させ、SA、FAシステム

がIC技術の急速な普及とともに高度化し、扱うデータ量も増大している。このような状

況で、前述の技術進歩に伴ない、比較的低コストで大容量データを集計管理するシス

テムが実現できるようになっていることから、これらのシステムからの要求として、大容

量データ伝送用無線機器に対する二一ズが高まってきている。

（1）主要市場分野

　小電カデータ通信システムの主要市場は、OA、SA、FA分野である。外食産業での

顧客注文、注文伝票などの通知／発行システムや、商業での店舗管理用POS（Point

Of　Sales）システムヘの導入、市街地などで有線による回線工事が困難な場所の無線

回線利用などとして利用されている。また今後、携帯情報端末用Bluetoothや情報家

電用HomeRF（Home　Radio　Frequency）／SWAPなど、主にパーソナルユースを目的とし

た通信方式の規格化に向けた動きに伴ない、一般家庭における情報機器間の通信

機としての役割も期待されている。

　また、光ファイバや専用線などと組み合わせた電気通信事業用のアクセス手段とし

ても、今後伸びが期待されている。インターネットアクセス専用の加入者線の一部とし

て、本システムによるラストワンマイルが実現されている。

（2）利用用途、形態、動向

　ア高速レスポンスを必要とするシステムでのデータ通信

　　　バーコード、ハンディターミナル、シーケンサなど
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イ人体に厳しい環境下でのデータ通信

　　冷凍室、恒温室、クリーンルーム、原子炉、火山観測など

表1．1小電力データ通信システムの技術基準

小電力データ通信システム

送信周波数 2，471～2，497MHz（26MHz） 2，400～2，483，5MHz　（83、5MHz）

通信 通信方式 単方向通信方式、単信方式、半複信方式または複信方式

方式 変調方式及 スペクトル拡散方式 デジタル信号を伝送するもの

び伝送形式 （DS、FHおよび複合方式） （スペクトル拡散方式を含む）

拡散率 10以上 スペクトル拡散方式を用いるものについ

ては5以上

送信出力 10mW／MHz以下 ・スペクトル拡散方式を用いるものにつ

いては10mW／MHz

（2，427～2，470．75MHzを使用し、FHお

よび複合方式を用いるものについ

ては3mW／MHz）

・その他については10mW

免許条件 必要なし

空中線 絶対利得2．14dB以下であること。

ただし、実効輻射電力が、絶対利得2．14dBの送信空中線に1MHz帯域幅にお

ける平均電力が10mWの空中線電力を加えた時の値以下となる場合は、その低

下分を送信空中線の利得で補えるものとする。

空中線電力の許容 ＋20％、一80％以内

偏差

占有周波数帯幅 26MHz以下（拡散帯域幅：500kHz以 FHの場合は83．5MHz以下、それ以外の

上） 場合は26MHz以下（拡散帯域幅：500kHz

以上）

スプリアス発射強度 ア．2，458MHz≦f＜2，471MHz及ぴ ア．2．387MHz≦f＜2，400MHz及び

2，497MHz＜f≦2，510MHz 2，483．5MHz＜f≦2，496．5MHz

⇒25μW以下 ⇒25μW以下

イ．2，458MHz＞f及び イ，2，387MHz＞f及び

2，510MHz＜f 2，496．5MHz＜f

⇒2．5μW以下 ⇒2．5μW以下

副次的に発射する電 1GHz未満⇒4ナノワット以下

波の限度 1GHz以上⇒20ナノワット以下

その他 主として同一の構内において使用される無線局の無線設備であって、識別符

号を自動的に送信し、又は受信する混信防止機能が必要。

DS（Direct　Sequence）：直接拡散方式

FH（Frequency　Hopping）：周波数ホッピング方式

拡散率：拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値
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ウ守秘性が要求されるデータ通信

　金銭、経理、人事データなど

工電気ノイズの厳しい環境下でのデータ通信

オビル間などのデータ通信

カモバイルPC（Personal　Computer）間のデータ通信

キデジタル放送TVデータとPDA（Personal　Digital　Assistance）又はモバイルコンピュ

　ータとの通信

ク画像などの高速高容量データ通信

　　自動搬送車や自動機器などの動作状況の確認など

ケインターネットアクセス用加入者回線システム

コ地域情報化システムにおける屋外無線回線

1．5市場規模動向

　小電力データ通信システムは、近年急速に普及が進み、オフィスや家庭での使用

のみならず、工場等での制御用通信、屋外のアクセス回線といった用途で幅広く利用

されている。規格としてもいわゆるIEEE802．11準拠の無線LANに加え、Bluetooth

やその他の独自規格の通信システム等幅広いシステムが存在し、小電カデータ通信

システム全体としての市場規模を推定するのは容易ではないが、現在最も台数が多

いと思われる無線LANシステムについては、その稼動台数は2005年までに230～

400万台と推定されている。

2移動体識別システム

2．1システムイメージとその応用

　質問機から応答機に向けて電波を発射し、それを受けた応答機でデータを確認後、

移動体データを質問機に送信することで、同データより移動体を識別する装置である。

実際の応用例は、工場でのライン上を流れてくる生産物の識別による生産指示、研究

所などにおけるドアの出入／開閉、通過できる／できないの判断、列車通過確認やポ

イント切替指示など多方面に応用されている。

　従来の応答機はバッテリ内蔵タイプが多く、使用出来る期問はバッテリ寿命で決ま

っており、価格も高価であった。ここ1～2年の間に、半導体技術の進展により、バッテ

リレスの1チップIC応答機が実用レベルで登場している。また、国際標準化が進む中、

米国を中心に移動体識別システム特有の課題を改善し、耐干渉性の高い通信方式

が商用化され、移動体識別システムの形態やその適用領域に大きな変化、拡大が起

こりつつある。

　主なシステム構成ならびに、主たる利用形態は次の図の通りである。
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（1）システム構成モデルA

　　　　　　質問機
「

＿“

丁
1畢

1 制

タ 御
一
莇

処 装

理 置 ヨ
E

部

質問用送

読取用受

書込用蓬信機

一
←一

一

応答機

変調部

変調信号

発生部

書込受信機 情報

記憶部

図1．4　移動体識別システム構成モデル

（2）システム構成モデルB

　　　　　　質問機 応答機

一“

ア ヨ

1 制

タ 御

処 装

理 置 寵

部

変調書

塵謝媛

変調部

周波数

　共振部

図1，5移動体識別システム構成モデルB

（3）概念図

→

移動方向→

　→ → →

國 國 國 塵］圃
　　　　　　　　↑↓　　　　　　　　　　　　　τ↓

　　　　　　　【亟郵　　　　國

匝］←一
図1．6移動体識別システムの概念図
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（4）概念図（移動型質問機を使ったシステム）

ホストコン

ピューター
無線機

ぐ一一

応答機

無線機 質問機

（ハンディタイプ他）

図1．7移動体識別システム概念図（移動型質問機を使ったシステム）

2．2制度、技術諸元

　移動体識別システムは、特定小電力無線局のシステムが制度化される以前は、免

許を要する無線局として電波法施行規則第4条第1項第26号の構内無線局として認可

されていた。構内無線局移動体識別システムは、無線局免許は必要とされているもの

の、無線従事者免許は不要な無線局として認められている。その後、1992年5月に電

波法施行規則第6条第4項第2号の特定小電力無線局の中で移動体識別システムが

認可され、現在に至っている。

　システムの技術基準は表1．2のとおり。

表1．2移動体識別システムの技術基準

移動体識別

特定小電力無線設備　　　　　　構内無線設備

送信周波数
2，440MHz帯

2，450MHz帯

2，455MHz帯

伝送
方式

伝送形式 データ

電波の型式 NON、
AID／AXN／FID／F2D／GlD

NON、
AlD／AXN／FlD／F2D／GlD

空中線電力 10mW 300mW
免許条件 必要なし 必要あり

使用有効範囲 3m未満 3m以上
空中線利得 絶対利得20dB以下
空中線電力の許容偏差 ＋50％、一50％

変調信号 無変調、データまたは掃引信号

変調方式 電波型式に適合するもの

占有周波数帯幅 5．5MHz以下

スプリアス発射の強度 100μW以下（平均電力）

副次的に発射する電波の限
度

4nW

その他 特定小電力無線局の混信防止機能として、次のいずれか
の機能を有すること
①主として同一の構内において使用される無線局の
無線設備であって、識別符号を自動的に送信し、又は
受信する機能

②利用者による周波数の切り替え、又は電波の発射の
停止が容易に行うことができる機能
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2．3システムの特徴

　特定小電力の移動体識別システムは、構内無線局システムと比較して送信出力が

小さいため認識距離はバッテリ内蔵の応答機では3m未満である。（バッテリレスの応

答機に適用した場合、数cm程度）。

　従来のシステムは、産業用システムが主であり、生産現場において混在した種類

の製品の区別を非接触カード（応答機）により指示し、生産品目別の部品供給、仕向地

毎の内容変更など、コンピュータと組合せて指示を行うことで混在生産の自動化の重

要なツールとして、また、個人に所有させることでゲートの通過管理、通過量や通過時

間管理等に利用されている。

2．4市場分野及び用途の動向

　現在までの移動体識別装置は、主として、工場や倉庫のベルトコンベア、駐車場入

出管理などにおいて、コンピュータと組合せることにより、非接触で通過する物体を認

識し、流れの制御、作業指示などに使用されている。

　一方、1チップの半導体で形成される応答機及び小型、軽量な携帯型質問機も登

場し、今後、産業用途での活用範囲の更なる発展のみならず、物流管理、物品管理

等幅広い新しい用途拡大の兆しをみせている。

（1）主要市場分野

　従来の主な市場である運輸、自動車、機械、ビル管理、建設業等に加え、物流管理、

物品管理、履歴管理、アパレル管理等新しい市場開拓が行われつつある。

（2）利用用途、形態、動向

ア運輸

　　貨物の仕分作業において、仕分別に応答機を設置し自動仕分および運送料金

　の自動計算や、請求書の自動発行など。利用はN（質問機）：M（移動応答器「貨物』）

イ自動車

　　生産現場において、多品種少量生産が可能なように部品流入の仕分を行い最適

　な生産を行うためのシステム、として使用など。利用はN（質問機）IM（移動応答機

　r部品』）

ウ機械

　　製鉄、機械加工の業種において、人間が行なうと危険が伴う重量物での移動運

　搬、機械化作業による運搬先の指定や運搬方法の指定、自動化機器の管理など。

　利用はN（質問機）：M（移動応答機「部材』）

エビル管理

　　ビルの管理において、人間の流入のチェックや入退出時間の確認。警備の見回

　りにおいて、通過ポイントの時間確認やチェックなど。利用はN（質問機）：M（移動応

　答機「人間、ガードマン』）
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オ建設業

　　資材搬入確認や工事業者の入退出管理など。利用はN（質問機）：M（移動応答機

　「建設資材、工事業者」）

力鉄道輸送

　　貨物列車の行先指示やポイント切替え、列車組替えなど。利用はN（質問機）：M

　（移動応答機「列車』）

　以上のように、移動体識別システムは様々な分野において利用されているが、更に

1チップの小型、軽量、安価なタグ普及の環境が整えば、従来市場での更なる発展と

従来に比べてあらゆる物品に使用できるほか、ハンディタイプの質問機とも連動し、飛

躍的な発展が進むと思われる。

　卸・流通小売業、倉庫業等における入出庫管理の自動化や検品データ入力の精度

アップ、棚卸管理の効率化、運送業等での仕分け精度・効率のアップ、小売業等にお

ける自動検数等、その活用方法はソフト次第で無限に広がるものである。

2．5市場規模動向

　移動体識別装置には、電磁結合式、電磁誘導式、光通信式、マイクロ波式等があ

るが、マイクロ波を使用することにより、通信速度が高速化され複数のタグの同時読

取り、アンテナの小型化、回路の1チップ1C化による小型軽量化が進んでいる。この小

型化、IC化は、これからの利用分野の拡大と低価格化を飛躍的に高めると思われる。

また、米国を中心にSS方式（FH）を用いた移動体識別装置も開発され、移動体識別装

置の課題が改善され、又、ノイズに強く、より悪環境下での利用も可能となってきてい

る。

　この小型、軽量、低価格、高耐環境性により、現在のFA市場中心から、ここ1～2年

で、物流・流通市場等へ本格的に展開され、これが一層の低価格化を実現する要因

となり、今後さらなる利用分野の拡大を促進するという好循環をもたらすことが期待さ

れる。宅配便だけでも10～20億枚以上の無線タグの需要があり、膨大な市場規模に

なると思われる。

　将来の移動体識別装置の将来需要予測台数を図18に示す。
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図L8移動体識別装置の将来需要予測台数

3アマチュア無線

3．1システムイメージと応用例

　アマチュア無線の特徴は、電波法の範囲で運用の自由度が大きく、固定、車載、携

帯すべての運用形態で使用されていることである。FMの音声通信、電信のほか、中

継局を介した通信、広いバンドを生かした動画像伝送、衛星通信、月面反射による通

信の他、デジタル通信やSS方式の実験などが行われている・

　アマチュア無線の主なシステム構成モデルを図1．9に示す。

ケース1携帯一携帯（固定、車載）

塩噛篭魯
ケース3固定一固定（車載）

蓋篇繕
ケース5車載一車載

　　　て

繕 繕

ケース2レピーター携帯（固定、車載）

趣噛篭魯
ケース4衛星一固定

　　　　蓋一L鍵癖

ケース6その他（反射など）

毒急∫趣釜
図1．9アマチュア無線の主なシステム構成モデル
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3．2制度、技術諸元（2．4GHz帯）

（1）周波数別の電波型式、使用形態等の条件

　　　　　表1．3アマチュア無線の周波数別の変調方式、使用形態等の条件

周波数［MHz］ 使用形態等 変調方式及び占有周波数帯幅

2，400～2，405 衛星通信（上り、下り） 制限なし

2，405～2，407 レピータヘの上り通信 FM系（約20kHz）

2，407～2，422 TV信号 　AM系（6～9MHz）
FM系（15MHz以下）混在

2，422～2，424 データ通信及びRTTY A2、F1、F2

2，424～2，424．5 データ通信、月面反射通信 RTTYを除くすべて

2，424．5～2，425．0 標識信号の送信のみ A1、F2

2，425～2，427 レピータからの下り通信 FM系（約20kHz）

2，427～2，431 データ通信を除く FM系（6kHz以上）

2，431～2，442 TV信号 　AM系（6～9MHz）
FM系（11MHz以下）混在

2，442～2，450 制限なし 制限なし

（2）空中線電力等

　　空中線電力は、空中線に供給される電力としてのみ規定されており、最大値は2W

　である。空中線の型式は、多素子（30素子×2程度）の八木アンテナが多いが、レピ

　ータ局においては無指向性とするため、通常多段のコリニア・アンテナを使っている

（3）局数

　　レピータ局の数を表1．4に示す。

　　　　　　　　　　　　表1．4アマチュア無線の全国レピータ数

関東 27 東北 3
東海 27 北海道 11

近畿 43 北陸 3

中国 7 信越 10

四国 8

九州 10 合計 149

（4）運用の傾向

　運用の傾向は、大きく3分類され、

　　アFM系電話で、主にレピータを介して日常的な通信を行う

　　イFM系電話、TVで移動運用し、長距離通信の記録達成／更新を図る

　　ウSSを含む新しい通信方式、高速のデータ通信に関し技術的研究を行う

　が挙げられる。現在のところ、1，200MHz帯以下の周波数帯のように、移動体（車等で

　移動しながらの）通信を行う例はあまりない。また、イについては、移動しての運用が

　主だが、見晴らしのよい山頂等へ移動し半ば固定的に設営しての運用になる。
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（5）周波数割当て上の位置付け

　アマチュア無線局は、アマチュア業務としての運用に制限されており、他の業務の

ために使用したり第三者のための通信はできない。また、電波法施行規則第13条の2

及び関連告示により、rこの周波数帯の使用は、国際周波数分配表に従って運用して

いるアマチュア業務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合に限る。」及び

r2，400MHzから2，450MHzまでの周波数帯の使用に際しては、産業科学医療用機器の

運用によって生じる有害な混信を容認しなければならない。』と規定されている。

3．3市場分野及び用途の動向

　販売されているアマチュア無線機器は、固定機型（オプションユニットを実装して運

用）1機種（1W）、車載機型1機種（1W）、周波数変換型送受信機数機種（2W）であり、

製品が少ないこともあり、機器を自作して運用している局が多い。主な運用は，音声

通信、テレビジョン通信、衛星通信、パケットデータ通信のほか、月面反射（EME）通信

などがある。また近年では、一部でSS通信の実験やデジタル化に向けた実験も行わ

れている。

3．4市場規模動向

　現在、このバンドで実際に運用しているアマチュア無線局数の正確な把握はできな

いが、これまでに販売されたメーカー製無線機器（3メーカーの数機種に留まる）の販

売台数の累計は2万台以下と推定される。また、中継局は全国に149局（表1、4参照）

設置、運用されている。

　一方、1，200MHz帯以下の周波数帯における免許数は極めて高く、混雑を避けよう

とするアマチュア局の2．4GHz帯への移行も活発化してきている。

　日本アマチュア無線連盟（JARL）では、中継局の設置を推進するなど、このバンド

の活性化に向けて活動を行っている。また、今後のアマチュア無線におけるデジタル

技術の導入を推進しており，特に，1，200MHz帯及び2，400MHz帯のレピータ局を中心

にその導入の検討を開始している。

　その他、例えば先進的な技術的研究、特に高速大容量の通信の実験をする場合な

ど、十分な周波数帯幅を得るために、特に2，442～2，450MHzが用いられている。この

周波数帯で、アマチュアが容易に入手可能な素子や機材が近年豊富になってきたこ

とも、その要因として挙げられる。

　さらに、空中線のサイズが小さいこと、あるいは同サイズのアンテナで高い利得が

得られること及び雑音などの面から衛星通信に有利である。最近では国際協力により

開発された大型アマチュア衛星AO－40が平成12年11月に南米の仏領ギアナから打

上げられた。この衛星には、この周波数帯のトランスポンダが搭載されており，日本を

はじめとする各国のアマチュアが利用している。
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　以上のように、この周波数帯は、まだ1，200MHz帯以下の周波数帯ほどの運用者は

いないが、既に一般のアマチュアにも手の届く範囲になっており、また、今後のデジタ

ル衛星の実現により国際的にも活況を呈してくるものと予想される。

3．5諸外国の状況

　諸外国のアマチュア無線の用途は、基本的に日本と同じであるが、メーカー製造機

器はほとんど無く、活発に運用されている周波数帯ではない。海外においては、2，300

～2，450MHzがアマチュア無線に割り当てられているが、やはり二次業務であり運用

が制限されている。更に、国際電気通信連合（ITU：Intemational　TeIecommunication

Union）の無線通信規則において、「2，400～2，450MHzの周波数帯においては、アマチ

ュア衛星業務は、他の業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、運用するこ

とができる。この使用を許可する主管庁は、アマチュア衛星業務の局の発射によって

生じるいかなる有害な混信も直ちに除去することを確保する。」と規定されている。

41SM機器

4。1システムイメージと応用例

　ISM機器は、電子レンジ、医療用ハイパーサーミアおよび加熱器など、通信を目的

としない高周波利用設備である。

4．2制度、技術諸元

　ISMバンドにおける制度としては、郵政省告示（昭和46年第257号）におい定められ

ており、無線設備規則第65条の規定により通信設備以外の高周波利用設備から発射

される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値の特例が2．4GHz帯で

定められている。ISM機器の技術的条件を表1．5に示す。

表1．51SM機器の電界強度

周波数帯 2，450MHz士50MHz

基本波による電界強度 特に規定なし

スプリアス発射による電界強度 特に規定なし

　また、電子レンジに関しては、電波法施行規則第46条の7において、表1．6のとおり

規定されている。
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表垂．6電子レンジの技術的条件

周波数帯 2，450MHz±50MHz

高周波定格値 2kW以下かつ動作状態における高周波出力の最大

値が定格値の115％を超えないもの

スプリアス発射 周波数帯内では、規定なし

漏洩電波の電力束密度 耐久試験後、5mW／cm2以下

筐体 　高圧電気により充電される機器及び電線が、絶縁

遮蔽体または、接地できる構造の金属遮蔽体内に

収容され、外部より容易に触れられないもの

4．3市場規模動向及び用途の動向

　電子レンジ、医療用ハイパーサーミアおよび加熱器などは、家庭内や病院など、主

に屋内の限られた場所での使用を目的としている。市場規模も電子レンジなどは、既

に一般家庭に普及済なため、市場での今後の急激な需要はないと思われる。

5』MSS（MobileSate”iteService）

5．1イメージと応用例

　2．4GHz帯の中・低軌道衛星を用いる移動体衛星通信システムは、2000年4月から

欧米等においてサービスが開始されている。日本でのサービス導入は2003年頃が想

定されている。
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図1．10MSSシステムのイメージ図
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5，2制度、技術諸元

表1，7MSSシステムの一例

衛星高度 1，414km

衛星基数 48機

軌道面数 8（WaIker“delta－pattem”consteIIation）

軌道面当たりの衛星基数 6

最低可視衛星仰角 10度

最大衛星一ユーザ間距離 3，504km

衛星傾斜角 52度

サービスリンク下り回線運用周波数 2，483．5MHz～2，500MHz

サーピスリンク下り回線運用帯域幅 16．5MHz

スポットビーム数 16

セル再利用 毎セルごと

多元接続方式 CDMA

伝送レート 2，400bps

チップレート 1．2288Mcps

キャリア当たりの帯域幅 1．25MHz

キャリア数 13キャリア

衛星サーピスリンクアンテナ送信利得最大 13．OdB

サーピスリン舛ヤリア当たりの最大EIRP 16．OdBw

サービス1ルクスホ）ットピーム当たりの最大EIRP 16．0×13キャリア＝27．14dBW

衛星一地表間の自由空間ロス最小値 一163．4dB

衛星一地表間の自由空間ロス最大値 一171．3dB

大気等の影響によるロス 一1．OdB

ボイスアクティビティ 0．4（一4．OdB）

5．3市場分野及び用途の動向

　市場分野は、携帯電話である。地上波を用いた通信方式の場合、経済的制限より

グローバルな通信を提供するには不向きであるため、低軌道周回衛星等によるグロ

ーバルな通信を必要とする市場が発生している。また、目的別に利用できる衛星携帯

電話と通常の携帯電話が両方使用できる端末の開発などが進められている。

5．4市場規模動向

　市場規模は、サービスが始まっていない今、統計的な予想はできないが、日本での

想定ユーザ数は、数10万程度と想定されている。
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6　V【CS（Vehicle【nformation　and　Communicatlon　System）

　6．1イメージと応用例

　　VICS（道路交通情報通信システム）は、ドライバーに道路交通情報をリアルタイムに

　提供することを特徴としたシステムである。

　　高速道路の路側に設置した電波ビーコン（電波発信信号搭）から送信されたVICS

　情報は、走行中の車の車載機で受信される。受信された道路交通惰報は、VICS対応

　のカーナビゲーション等に「地図表示型」、「簡易図形表示型」、「文字表示型」の3種

　類のスタイルで処理される。

ρ舳
　　図1．11VICSシステムのイメージ図

6．2制度、技術諸元

表1．8VICSの技術的条件

送信機　　　　　　　　　受信機

用途 交通情報データ伝送

変調方式
　　　　二重変調

データ＝GMSK＊、位置検出：AM

周波数範囲． 2，499．7MHz

送信帯域幅 85kHz

伝送速度 GMSK：64kbps、AM：1kHz方形波

送信出力 10mW（10dBm）x2

アンテナ

利得

送信 7dBi

受信 2dBi程度

給電損

　失

送信 3dB

受信

使用環境 屋外 車内

通信距離 90m

キャリア検出レペル 一65Bm

＊GMSK：Guassian侃Itered　Minimum　Shift　Keying

6．3市場分野及び用途の動向

　VICSは、その用途より屋外での使用を前提としている。主な市場分野は、道路・交

通・車両分野である。VICSで受信可能な情報としては、①渋滞情報・渋滞時間、②所
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要時間情報、主要地点間の所要時間、③交通障害情報（事故、工事等）・交通規制情

報、④駐車場情報（満車・空車状態）等がある。

　今後、家庭、オフィス等での「交通関連情報の提供」や目的地での「目的地情報の

提供」については、サービス内容の充実を行いつつ順次拡大されていくと考えられる。

　オンデマンドに対応した車載機等への情報提供サービスについては、21世紀初頭

までの実用化を目途に研究開発を推進し、全国へ展開される予定である。

6．4市場規模動向

　VICSは、1TS（lnte”igent　Transportation　Systems）の一環として推進されており、今

後も需要は高まると予測される。平成2001年6月末現在で、カーナビゲーションの累計

出荷実績は約760万台、うちVICSユニットの累計出荷実績は約317万台となっている。
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図1，12VICSユニットの出荷台数累計／カーナビの出荷台数累計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VICSセンターより（2001。6）
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7諸外国の状況

　無線LANの国際的な民間規格については、最大2Mbpsの伝送を可能とする

IEEE＊1802．11がISO＊2／IEC＊38802－11として規格化されている。その後、1999年に最大

11Mbpsの伝送を可能とするIEEE802．11bが標準化され、市場に広く出回るようになっ

ている。また、移動体識別の規格では、ISO／1EC　JTCl／SC31／WG4が2．4GHz帯を含

むRFID（Radio　Frequency　IDenti恥ation）の標準化を進めている。

　　　　＊I　IEEE：米国電気電子技術者協会（lnstitute　ofElectrical　and　EIectronics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engineers）

　　　　＊21SO：国際標準化機構（lnternational　Organization　for　Standardization）

　　　　＊31EC：国際電気標準会議（lntemational　Electrotechnical　Commission）

7．12．4GHz帯無線LANの状況

（1）周波数帯域

　　各国における無線LANシステム等の使用周波数帯域を図1．13に示す。

北米・欧州＊ 2，483．5

2，445　　スペイン　　2，475

2，400 日本 2，497
【MHzl

＊：スペインを除く

図1．13各国の使用周波数帯域

（2）送信電力の比較

　送信電力は、ISO／IEC8802－11では特に規定されていないが、各国の規定に従うこ

とになっている。各国の送信電力規定は次表のとおり。

　　　　　　　　　　　　表1．9各国の送信電力値

国（地域） 規定 備考

米国（FCC） 総電力IW

（FHの一部は0．125W）

総電力で規定

欧州（ETSI） FHSS：100mW／0．1MHz

Other：10mW／MHz

密度電力で規定

日本（電波法） 10mW／MHz
（理論的には260mW）

密度電力で規定

（3）20Mbps機器への対応

　IEEE802．11では、現在2．4GHz帯を想定した20Mbpsを超える高速無線LANの標準化

作業が進められている（参考資料7）。
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72RFIDの状況

　現在ISOでは、RFIDの運用周波数帯として135kHz，13．56MHz，2．45GHz及び5．8GHz

およびUHF（900MHz帯〉の5周波数が決定され、標準化作業が進められている。（参

考資料8）

73米国連邦通信委員会（FCC：Federal　Communications　Commission）の状況

　米国においては、FCC　part15．247項（周波数拡散装置）、15．245項（電界撹乱検知

装置）及び15249項（その他）に2．4GHz帯を含むISMバンドのデータ通信の技術的条件

についての規定が記述されている。米国のRFIDは構成によって、15．247項、15．249項

あるいは15．245項を適応した機器が存在する。表1．10にその規定（2．4GHz帯のみ）の主

な点を示す。

　米国においても、技術の進歩と産業界からの要望に伴い、逐次改正を行っている。

（参考資料9）
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表1．10　FCGの主な規定

DS無線LAN FH無線LAN RF－ID等

FCC項目 15，247 15．245／15，249

変調方式 DSおよびFH（同変調方式の RFIDも適用される） 規定なし

周波数領域 2，400－2，483．5MHz（電界撹乱検知装置の場合は2，435－2，465MHz）

放射強度 ・1W以丁て尖頭1直）であること。ただしホッピング周波数が75未満のFH方 ・3mの距醐こおいて50mV／m以

式はQ125W以下。 下であること。

・6お似上の指向1生棚尋を有する送信アンテナを用’、る場自よ、6〔Biを超 ・電界撹乱検知装置の胎ま、3m

える分だけ小さくすること。ただし2地点間の固定式専用通信機器の場合 の距醐こおいて50DrhV／m以下で

には、6〔Biを超える分こついて3〔Bあたり1cB減少させること。 あること。

r般大衆がFCCで定めたガイドラインに規定した値を超える無繍乱波

エネルギーの、照射を受けることがない様に十分保護すること。

周波数あた ・いかなる3随セ帯域においても8

りの放射強度 （Bmを超えないこと。

スプリアス ・使用している周波数帯域以列の周波数帯域こおいては、帯域雁のいず ・高調皮の電界強度は、3m離れた

れの100剛z帯劒目こおいても、最大出力を含んでいる1（脳セの帯劒畠 、煎’㎜μV／m以下Cあること。

よりも㎜以上低いこと。 ・電界撹乱検知装置の高調波の場

・15205a1）に規定した希1限帯域でで）空中放射の個ま152092）の一→股妨害 合は、1．6mV／m以下であること。

許翻直まで減衰していること。 ・高調波を除き、範囲外の周波数

においては、基本波共り5氏B減

衰しているか、15・2092）項の一般

妨害詐容植まで減衰しているかい

ずれかノ1、さい値を満足しているこ

と。

その他の ・6d3の帯域幅が少なくとも500K ・ホップチャンネル幅ま、最低25KHz

技術的条件 Hz以上であること。 または、ホッピングチャンネルの2ω

・処理稗慰逆拡散処理瑠こ何お B纐蓬のいずれか広い周波数だけ

のS／N比を改善できるかという 離れているホッピングチャンネル搬

助は、10〔B以．ヒであること。（受 送周波数を持づていること。擬似無作

信機復調部D出力実潰IL又はC 為抽出順序から得られた順番でホッ

Wジャムマージン淘こより訪則 ピングし、各チャンネルを平均的こ等

する） しく利用すること。

DS、FHの複合の場自よ17dB 75以上のホンピング周波数を使用

以上の処曙1將を持つこと するものは、ホッピングチャンネル

の最大2ωB帯域1勘㍉Mセであり、

任意の周波数を占有する平均時間は

30秒間こつきQ4秒を超えないこと。

・ホッピングチャンネルの最大2ωB

帯域幅が1MHzを超え、15以上のオ

一バうンプしないホッピング局皮数

を使用するものは、75MHz以上の全

ホッピング幅で’あり、任意の一チャネ

ルを占有する平均瞬澗は全チャネル

をホップするのに要する時間につき

Q4秒を超えないこと。

注1）64個所の制限周波数領域が定められている。たとえば、2．4GHz帯に近いところでは、2，

　200－2，300MHz、2，310－2，390MHz、2，483．5－2，500MHz、2，655－2，900MHzなどがある。詳細

　　はFCC本文参照。

注2）一般妨害許容値は、FCC15．209において各周波数帯により表1．11のように定められ

　ている。
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表1．11一般妨害許容値

周波数（MHz） 許容電界強度 測定距離（m）

（μV／m）

0，009－0，490 2400／F（kHz） 300

0，490－1，705 24000／F（kHz） 30

1，705－30 30 30

30－88 100 3
88－216 150 3

216－960 200 3
960を超えて 500 3

7．4欧州電気通信標準化機構（ETSI：European　Telecommunicatlons　Standards

　　　Institute）の状況

　ヨーロッパにおいては、ETSI300328に2．4GHz　ISM－Bandのデータ通信について規

定されている。このETSI300328は1996年11月に制定され、最近では2000年7月に若

干改訂されている。表1。12にその規定の主な点を示す。
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表1．12　ETS！300328の主な規定

項目 DSSSとその他　　　　　　　　　　　　　FHSS

変調方式 DSSSおよびFHSS

周波数領域 2，400－2，483．5MHz

伝送レート 250kbps以上

放射強度 100mW（E【RP）以下

瞬間最大電

　力密度
10mW／MHz（eirp）以下 100mW／100kHz（EIRP）以下

周波数幅 チャネル幅は一30dBm／100kHz（EIRP）以上の帯域。

スプリアス

送信狭帯域スプリアス

周波数 送信時 スタンバイ時

30MHz～1GHz 一36dBm 一57dBm

l　GHz～12．75GHz 一30dBm 一47dBm

1．8～1．9GHz、5．15～5．3GHz 一47dBm 一47dBm

送信広帯域スプリアス

周波数 送信時 スタンバイ時

30MHz～1GHz 一86dBm／Hz 一107dBm／Hz

1GHz～12．75GHz 一80dBm／Hz 一97dBm／Hz

1．8～1．9GHz、5．15～5．3GHz 一97dBm／Hz 一97dBm／Hz

受信狭帯域スプリアス

周波数 受信時

30MHz～1GHz 一57dBm

1GHz～12．75GHz 一47dBm

受信広帯域スプリアス

周波数 受信時

30MHz～1GHz 一107dBm／Hz

1GHz～12．75GHz 一97dBm／Hz

条件

・DSSSを含むFHSSの規格に

合わないSS。

・チャネルは20以上あること。チャネルとは、オー

バーラップしない周波数チャネルまたはピーク

パワーから20dB低い値で1貝1淀：した周波数帯域幅

で紛離されたホッピング位置C規亀

・任意の周波数を占有する時間はα4秒を超えない

こと。

・1ホップの時間とチャネル数の4倍以内に全ての

チャネルを使用すること。
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第2章高度利用技術の導入

1小電カデータ通信システムヘのOFDM方式の導入

1．1背景

　2，4GHz帯小電カデータ通信システムについては、平成11年には使用可能な周波数

帯域が拡大され、最大11Mbps程度の伝送速度が実現されるとともに、低コスト化が進

んでいることから、急速に普及が進んでいる。

　しかしながら有線系のネットワークは既にギガビットオーダーの領域に到達しており、

このような高速通信系の中で伝送される情報の多くはマルチメディア等に対応したよ

り大容量のコンテンツが大半を占める。このような状況から、有線系・無線系を意識す

ることなくアクセスが可能なストレスのない快適な環境が実現できることが望まれてお

り、より高速なシステムの導入が期待されているところである。

　平成11年3月の電気通信技術審議会答申r準マイクロ波帯を使用する無線LANシ

ステムの高度化のための技術的条件』（以下、「前回答申」という）においても、5GHz

帯広帯域移動アクセスシステムや地上デジタルテレビジョン方式において導入予定の

OFDM（Orthogonal　Frequency　Division　Multiplexing）方式の導入について検討を進め

ることが適当とされている。また、国際動向を見ても、IEEE、FCC等において、2，4GHz

帯通信システムヘのOFDM方式導入について検討されているところである。

1．20FDM方式の特長

　OFDM方式は、以下のような特長を有している。

（1）周波数利用効率が高い

（2）マルチパス歪に強い

（3）高い誤り訂正利得が可能

（4）高いダイバーシティ利得が可能

（5）リンクアダプテーションによる高速化・フォールバックが可能

　これらから、QPSK等のシングルキャリア変調に比べて電力増幅器に大きなバック

オフが必要という欠点はあるものの、広帯域ワイヤレスアクセスに相応しい高速化及

び周波数有効利用が図れる変調方式として、5GHz帯においては米国IEEE802．11、欧

州ETSI－BRAN、日本MMAC推進協議会における標準の変調方式として選定されてい

る。

1．3海外における検討状況について

（1）IEEE802．11における検討

　2000年3月に開催された802．11会合において、1999年に策定された最大11Mbpsが

可能な802．11b方式を拡張し、更なる高速化の技術条件を検討するためのHigh　Rate

802．11b　Study　Group（HRb　SG）が発足した。このStudy　Groupはその後2000年9月に

IEEEより802．11Task　Group　G（TGg）として承認された。
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　TGgの目的は802．11bのPHYを拡張し、従来方式との相互接続性を維持しつつ

20Mbps以上の伝送速度を達成する方式を標準化することであり、2002年9月を目標と

して標準化作業が行なわれている。

（2）FCCの検討状況
　2000年2月にカナダの無線機器メーカーがFCCに対し2．4GHz帯を使用するOFDM機

器の認可を求めたが、当時はスペクトラム拡散の定義に適合していないとの理由で拒

否された。一方、前記IEEEによる標準化作業が2000年3月より進められていたが、提

案された方式はいずれも現時点におけるFCC　Part15の規定を満たさないものであっ

たため、業界からの規制緩和が求められていた。

　これらの一連の動きを受けてFCCは、2001年5月に規制緩和に向けての改正案で

あるFurtherNoticeofProposedRuleMakingandOrder（FCCO1－158）を発行し、意見

募集を始めた。この改正案の主要な点は以下のようなものである。

・スペクトラム拡散以外のデジタル変調方式を認める

　DS方式のプロセスゲイン規定を削除する

　FH方式の適応ホッピングルールを緩和する

　さらにこの文書によって、FCCはOFDMおよび類似のデジタル変調方式の運用を、

送信出力を100mWに制限することなどを条件に、改正までの間暫定的に認めることに

なっている。

1．4共用条件について

　前回答申では、DS方式のスペクトラムを白色雑音として扱い共用検討がなされた。

OFDMのスペクトラムはより白色雑音に近いため、その検討結果をOFDMにも同様に

適用してよいと考えられる。従って前回共用検討でDS方式が共用可能とされているこ

とから、基本的にOFDMについても共用可能と考えられる。

（1）与干渉

　OFDM方式から他方式（他システム）への与干渉はOFDM方式に比べて占有帯域幅

の広いもの（DS方式無線LAN）と占有帯域幅の狭いもの（FH方式無線LAN、RFD等）

への干渉条件に分けて検討するのが適当であると考えられる。なお、OFDM方式の占

有帯域幅については、現在IEEE802．11において17MHz程度のものが検討されている。

　その場合、DS方式への与干渉は、802．11b方式を代表とするDS方式の占有帯域幅

が20MHz程度であるため、OFDM方式はDS方式より帯域幅が狭い分だけ白色雑音の

エネルギー量が低くなり、与干渉は低減されていると言える。また、狭帯域システムに

対する与干渉条件は電力密度を同一（10mW／MHz）とすればDSと同等と考えられ、共

用は可能であると考えられる。
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（2）被干渉

　　OFDM方式ではスペクトラム拡散方式の拡散利得に相当する干渉改善効果は見

　込めないが、誤り訂正による改善、サブキャリア単位での干渉回避技術の導入、柔軟

　な可変伝送レートの特徴を生かした適応変調技術等を用いることにより、十分実用的

な運用ができるものと考えられる。

1．5その他

　なお、OFDMとFHの複合方式についても、BDMA（Band　Division　Multlpie　Access）方

式として、移動伝搬路で良好な性能を得ると同時に、干渉ダイバーシティ効果による

大容量システムを実現できる可能性が示されている。前述のFCCの改正案において

も、DS／FH複合方式に加え、その他デジタル変調（OFDM）とFH方式の複合方式が記

述されている。
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2移動体識別システムヘの周波数ホッピング方式導入の検討

2．1背景

　移動体識別システムは、従来バッテリ内蔵の応答機を使った活用例が多く、工場で

のライン上を流れてくる生産物の識別による生産指示、研究所などにおけるドアの出

入／開閉、通過可否の判断、列車通過確認やポイント切替指示など多方面に応用さ

れてきた。

　バッテリ内蔵型の応答機は、従来は一般的にタバコの箱程度の大きさがあり、使用

可能期間はバッテリ寿命で決まっており、価格も高価であった。そのため、産業分野で

の使用に限定される傾向があった。一方、ここ1～2年の間に、半導体技術の進展に

より、バッテリレスの1チップIC応答機が実用レベルで登場し、又、国際標準化が進む

中、米国を中心にSS方式（FH）を用いたノイズに強い移動体識別装置も開発される等、

移動体識別装置の課題の改善に向けて、新たな方式の導入が期待されている。

　なお、平成月年3月の電気通信技術審議会答申「準マイクロ波帯を使用する移動体

識別用無線局の高度化のための技術的条件」（以下、「前回答申」という）においては、

「今後の国際的な標準化動向によって、移動体識別用無線局の高度化の必要性が生

じた場合は、別途検討することが適当である。」とされており、また、FH方式の導入に

関しては、「諮問第57号「無線LへNシステムの技術的条件」のうち、準マイクロ波帯を

使用する無線LANシステムの高度化のための技術的条件において答申されている

無線諸元の範囲で移動体識別用無線局の高度化を行うことは可能である。」とされて

いる。

2．2移動体識別システムにおける周波数ホッピング方式の特長

　移動体識別システムにおいては、質問機の送信周波数と応答機で反射し受信する

周波数が完全に一致するため、同一のホッピングパターンでの同期検波が可能とな

る。このため、通常の周波数ホッピング方式（以下FH方式）に伴う受信機の複雑性が

なく、他の無線業務に比べ、FH方式の特長がより有効に発揮される。

　また、FH方式の導入により、移動体識別システムに特有のデッドポイントの問題が

解決される。デッドポイント問題とは、質問機と応答機間の距離がある特定の値となっ

た場合、応答機からの信号を復調することが出来ない現象である。

　図2．1は同期検波方式を使った一般的な質問機と応答機の基本機能構成であるが、

最も簡易な構成の質問機において固定した周波数の信号源を使った場合、質問機と

応答機の間の距離Lに対して同期検波復調器の出力特性は図2．2のようになる。同図

のp点においてはPM変調波に対して検波感度はなく、又q点においてはAM変調波に

対して検波感度が得られない。現在、これらの回避のために回路構成が複雑化して

いるが、FH方式を使った場合、周波数の変化によりこれらの問題が解決され、装置

構成の簡略化・小型化・低コスト化が可能となる。

　また、様々な環境において質問機から発射された直接波と、各種の周辺障害物か
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らの反射による定在波やマルチパスで到来した間接波（反射波）が打ち消しあうことに

よるデッドポイントの問題も、FH方式の導入により回避することが可能になる。

信号源

L

一
nr変移相器 可変抵抗器

変調器

ル

Vlsinωt

一
×
　　　Vssin（ωt＋4πL／λ）

＜質問機＞

＜応答機＞

短絡回路

VIVs12cos（4πL／λ）

図2．1　基本回路構成

出力
P

（〕

qi

r
昆

1

s

◇
／λ0／8

距離L

図2．2　検波感度ゼロ地点

2，3海外での動向

　米国においては、FCC　part15．247項（周波数拡散装置）、15．245項（電界撹乱検知

装置）及び15．249項（その他）に2．4GHz帯を含むISMバンドのデータ通信の技術的条件

についての規定が記述されている。米国のRHDは構成によって、15，247項、15、249

項あるいは15．245項を適応した機器が存在する（表1．16）。また、ヨーロッパにおいて

は、EτSl300328に2．4GHz　ISMバンドのデータ通信について規定されている。これら

欧米の規格においては、移動体識別システムにおけるFH方式の使用が可能となって

いる。

　また、現在ISO（国際標準化機関）では、2．4GHz帯を使用した移動体識別システム

について、1SO／IEG　JTC1／WG4のWD（Working　Draft）段階にあり、今後の審議を経て2

001年末にはCD（Committee　Drafヒ）段階となる予定であるが、現在候補となっている

提案には全てFH方式が導入されている。
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2．4他システムとの共用条件について

　移動体識別システムについては、前回答申において、FH方式を導入して他の無線

システムと共用することが可能とされている。

　アンテナ利得については、利用形態及び普及動向を考慮すれば、等価等方輻射電

力が現行移動体識別システムの特定小電力無線設備と同程度以下となるものであれ

ば問題はないと考えられる。また、当周波数帯においては、主にバッテリレス方式の

利用が想定されていることから、適度な通信距離の確保のために、2」4dBiを越えるア

ンテナ利得を認めることが適当である。

　現行の移動体識別用特定小電力無線設備の技術基準では、送信出力が10mW、

空中線利得が絶対利得20dBi以下と規定されており、一方、現行の無線LANのFH方

式では、1MHz当たりの空中線電力が10mW（3mW）、帯域幅が26MHz（83・5M

Hz）のものが認められている。したがって、FH方式を用いる移動体識別システムにつ

いては、アンテナの絶対利得を6dBiとすれば、等価等方輻射電力は現行のシステム

と同等になり、導入にあたり問題はないと考えられる。（回線設計例については参考

資料2を参照）
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3小電カデータ通信システムにおける高指向性アンテナの利用

3．1背景

　2．4GHz帯を使用する小電カデータ通信システムは、免許不要であり、経済的に高

速伝送無線回線を構築することができる。そのため、屋内有線LANの置き換えだけで

なく、屋外でのISP（lntemet　Service　Provider）事業のアクセス回線（いわゆるラスト1マ

イル）としての利用や、地域情報化システムにおける拠点間通信としての利用が進ん

でいる。

　屋内無線LANにおける通信エリアは半径数十m程度であったが、ISP事業ではエ

リア内に含まれる加入者数との関係から半径数百m以上（P－MP）が望まれており、

地域情報化システムにおいては数km以上（P－P）の通信距離が望まれている。とくに、

過疎地や離島間通信では数kmを越える通信距離の需要は少なくない。これら長距

離の通信を実現する手段として、高指向性アンテナは有効であると考えられる。

　また、2．4GHz帯は無線LAN以外にも多くの電波利用機器が運用されており、種々

の干渉回避の手段を用意することが望ましい。その一つの有効な方法としてアンテナ

指向性による空間的分離がある。しかしながら、現行法では利得が2．14dBiを越えるア

ンテナを使用する場合、空中線電力を低減した無線装置を用いるか、アッテネータの

挿入や給電線の延長等によってEIRPを抑制する必要があり、利得条件の緩和が期

待されているところである。

3，2海外での動向

　欧米での無線LANの規格は、日米欧とも電力及びアンテナ利得以外に顕著な違い

はない。電力及びアンテナ利得について、日米欧の比較を表2．1にまとめた。米国では

屋外の固定通信用としての使用も含めて規定しており、その場合には利得の高いア

ンテナの使用が可能となっている。

日本 米国（FCC） 欧州（ETSI）

空中線電力 ・DS、FH及び複合 1W 規定はない。

の規定 10mW／MHz （EIRP＝100mW　で

（2427－2470．75MHzで 規定）

FH及び複合を使用の

場合は、3mW／MHz）

・その他10mW
アンテナ利得 2．14dBi以下 6dBi以下 規定はない。

ただし、電力を下げれ ただし、電力を下げれば （EIRP＝100mW　で

ば等価的に利得の高 等価的に利得の高いア 規定）

いアンテナの利用も ンテナの利用も可（固定

可 通信用として使用する

時は等価以上の高利得
のものが使用できる。）

表2．1無線LANに関する規定の日米欧比較
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3．3等価等方輻射電力（日RP）の検討

　　以下の理由から現行より10dB程度の増加が期待されている。

（1）面的セル配置時の補完

　　面的セル配置によってサービスエリアを構成する場合に、建造物などの障害物によ

　り、加入者局が最寄りの基地局から見通せないことがある。

　　図2．3を例にとると、ベランダ等アンテナを設置する場所が限られている場合、伝搬

　路A上に遮蔽物が存在しているとすると、基地局にアクセスするために例えば伝搬路

　Bを選択することになる。セル半径をrとすれば、伝搬路A、Bの狭角θ≒0のとき、伝

　搬路Bの長さはLニ3r（最大値）となる。この通信距離の増加は、日RPに換算すると

　約10dBの増加となる。

．／　　＼

基土鶴

基地局
　⑭

’
＼
・
　
　
二

／－

基地局

　⑭

基地局

　⑭

＼
＼

基堰局

／

〆〆　　’＼

基地局
　⑭

＼
・
　
　
／

基地局
　⑭

r r

＼

　田團　　　　石　杜路A

團 匿ヨ

＼』

k伝播経路B

ノ

図2，3基地局配置と伝播経路

（2）アンテナの経済性

　　無線LANシステムの端末局にはパッチアンテナあるいは3～8素子の八木アンテ

　ナが使用されることが多い。パッチアンテナ（1素子）の利得は9dBi程度、8素子八木ア

　ンテナの利得は12dBi程度であるので、日RPの制限を現行より10dB程度大きくすれ

　ばアッテネータ等を挿入することなくこれらのアンテナを接続することができ、システム

　の構築が経済的に行える。

（3）今後想定される伝送速度

　　現行無線LANの伝送速度はほとんどが11Mbps以下であるが、動画像伝送などコ

　ンテンツ容量の増大により、さらなる高速化が期待されている。例えば、IEEE802．11g

　においてはOFDM方式で最大伝送速度54Mbpsの標準化検討が進められており、こ

　れらが実用化された場合に、同等のセル半径（P－MP）あるいは通信距離（P－P）を確

　保するには9dB程度の利得増加が必要となる。（IEEE802、11a方式の伝送速度はデー

　タ速度で最大54Mbpsのものが規定され、無線区問の伝送速度は最大90Mbpsとなっ
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ている。11MbpsSS方式（IEEE802．11b）の無線伝送速度は11Mbpsであるので、EIRPを

約9dB（ニ10×log90／11）増加すればビットあたりのエネルギが同一になり、同一の通

信距離を確保できることになる。）

3．4　共用条件について

　2．4GHz帯を用いるシステム間の共用条件については、電気通信審議会「準マイクロ

波帯を使用する無線LANの高度化のための技術的条件」において詳細に検討され、

それをもとに空中線利得は2．14dBi（ダイポールアンテナの絶対利得に等しい値）以下、

空中線電力は10mW／MHz（一部3mW／MHz）以下との現行の規定が定められた。新た

に利得の高いアンテナを導入してEIRPを増加させる場合、干渉を与える面積がダイ

ポールアンテナと同等以下であれば、周波数共用条件については現行のものから大

きな相違は生じないものと考えられる。

　与干渉面積を一定に保つには、ダイポールアンテナが水平面無指向性であること

を考えると、アンテナの水平面のビーム角度をアンテナ利得に応じて規制する方法が

ある（参考資料3）。以下に概要をしめす。

　与干渉面積の理論値は、下図のように電力束密度が等方向アンテナ（理想アンテ

ナ）と等しい円錐状ビームを仮定し、地表面への投影面積を計算した。与干渉距離は

2乗則（自由空間）を採用する。

等方向アンテナ（球面）
電力束密度が同じ

ビームアンテナ
球の表面積
と同じ

利得1（IBi1＿＿＿＿＿＿＿＿＿ヨ〉

図2．4与干渉面積計算の概念図

　この場合、円錐形ビームアンテナの地表面投影面積と、ダイポールアンテナの地表

面投影面積の比Aは、次の式で計算できる。

　　（式1）　AニL2×θ／360

　　　　　　L：ダイポールアンテナとの与干渉距離比

　　　　　　θ：ビーム角（半値幅に相当）

　ダイポールアンテナとの与干渉距離比Lは、2乗則によるとすれば、次の式で計算
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できる。

　（式2）L＝10＾（（G－2．14）／20）

　G：絶対利得［dBi］

　ここで、ダイポールアンテナとの投影面積比を1以下とした場合、θとGの関係は次

の式3で表される。

　（式3）1≧10＾（（G－2．14）／10）×θ／360

　書き直すと

　（式4）θ≦360／10＾（（G－2．14）／10）

　となる。たとえば、利得12．14dBiのアンテナのときは、ビーム角（半値幅）が36度以下

であれば、与干渉面積がダイポール比で1以下となる。

　以上の検討から、高指向性アンテナの導入に当たっては、アンテナ利得に応じて半

値角を規制することによって与干渉面積の増加を抑制できるものと考えられる。

3．5高指向性アンテナの運用にあたっての考え方

　高指向性アンテナには通信路確保や干渉低減等のメリットがある一方で、これまで

検討してきた共用条件の考え方にそぐわない使用方法もありうる。メリットを発揮する

には、使用するアンテナが適正に通信の相手方を向いていることや、被干渉局を極力

少なくすることが必要であるが、逆に使用方法が不適切な場合には、干渉低減に寄与

しないことも考えられる。このため、高指向性アンテナの導入にあたっては、適切な使

用方法や注意事項等を整理し、それらを使用者に適切に知らせることが必要である。

共用条件の考え方にそぐわない例としては、

　　電気的、機械的または手動により指向性を変化させ、通信の相手方を切り替え

　　て使用する場合に、指向方向の正確な調整が困難なアンテナを用いること

　　一箇所を中心にしてP－P通信路を多方向に配置するセクタアンテナ的使用を、

　　特に屋外で行うこと

などが挙げられ、このような使用は望ましくない。

　以上検討を行ってきたように、高指向性アンテナの導入に当たっては、技術面及び

運用面の双方において配慮を行うことが必要である。さらに、2，4GHz帯を用いる小電

力データ通信システムは、免許を要しない無線局として、アマチュア局や移動体識別

システム等の他の無線局に対してそれらの運用を阻害するような混信を与えないよう

に運用されるものとの規定がされている。したがって、民間レベルでガイドライン等の

運用ルールを定め、啓発活動を促進する等によって、混信回避をより確実なものとす

ることが望まれるとともに、万一混信またはその他の障害が生じた際には、混信の回

避に向けて関係者が協調して対応することが望ましい。
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第3章技術的条件の検討

1小電カデータ通信システムの技術的条件

　現行の小電カデータ通信システムにOFDM方式の追加および高指向性アンテナ

の利用を可能にするために必要な修正を加えたものであるが、基本的に電気通信審

議会諮問第57号に対する答申「準マイクロ波帯を使用する無線LANシステムの高度

化のための技術的条件」を用いている。

1．1小電力データ通信システムの無線局についての適用範囲

技術的条件の適用範囲は、送受信装置及び制御装置とする。

1．2一般的条件

（1）通信方式

　単向、単信、半複信又は複信方式であること。

（2）変調方式

　　変調方式に関しては、国内の二一ズ、国際状況等を踏まえ、直交周波数分割多

　重方式を追加して以下のとおりとするのが適当である。

　アスペクトラム拡散方式及び直交周波数分割多重方式

　　スペクトラム拡散方式については、直接拡散（DS）方式、周波数ホッピング（F

　H）方式又はDS方式とFH方式との複合（DS／FH）方式であること。直交周波数

　分割多重（OFDM）方式については、伝送データを分散させて複数のキャリアを

　各々変調し、それらを占有周波数帯内に均等かつ直交する周波数配置に多重し

　て伝送を行う方式であって、1MHz当たり1本以上のキャリア数を有するもの、又は

　このOFDM方式とFH方式との複合（OFDM／FH）方式であること。

　イア以外の方式

　　振幅変調（ASK）方式、位相変調（PSK）方式、周波数偏移キーイング（FSK）

　方式又はこれらの複合方式であること。

（3）無線周波数帯

　　産業科学医療用（ISM）の使用に指定されている2，400MHzから2，500MHzまでの

　周波数帯（ISMバンド）のうち、諸外国の状況等を考慮し、2，400MHzから2，483・5MHz

　までとすることが適当である。

（4）空中線電力

　アスペクトラム拡散方式及び直交周波数分割多重方式

　　ISMバンドを利用することから、1MHzの帯域幅における平均電力で規定する

　こと適当であり、当該電力が10mW以下（2，427MHz以上2，470．75MHz以下の周波

　数の電波を使用するものであって、FH方式、DS／FH複合方式又はOFDM／F

　H複合方式によるものは3mW以下）であることとする。
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　イア以外の方式

　　10mW以下であることとする。

（5）空中線利得

　アスペクトラム拡散方式及び直交周波数分割多重方式

　　（ア）送信空中線の絶対利得は2．14デシベル以下であることとする。

　　　ただし、1MHz当たりの等価等方輻射電力が、絶対利得2．14デシベルの

　　送信空中線に10mW（2，427MHz以上2，470．75MHz以下の周波数の電波を使

　　用するものであって、FH方式、DS／FH複合方式又はOFDM／FH複合方式

　　によるものは3mW）の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低

　　下分を送信空中線の利得で補うことができることとする。

　（イ）指向性アンテナを用いる場合に限り、1MHz当たりの等価等方輻射電力が、

　　絶対利得2，14デシベルの送信空中線に10mW（2，427MHz以上2，470・75MHz

　　以下の周波数の電波を使用するものであって、FH方式、DS／FH複合方式又

　　　はOFDM／FH複合方式によるものは3mW）の空中線電力を加えたときの値を

　　越えてもよいものとし、1MHz当たりの等価等方輻射電力をこの値のA倍にす

　　る場合には、使用する空中線の半値角θについてθ≦360／A（度）を満たす

　　　こととする。

　　　　ただし、1MHz当たりの等価等方輻射電力の上限は、絶対利得12．14デ

　　　シベルの送信空中線に10mW（2，427MHz以上2，470．75MHz以下の周波数の

　　　電波を使用するものであって、FH方式、DS／FH複合方式又はOFDM／FH

　　　複合方式によるものは3mW）を加えたときの値とする。

　イア以外の方式

　　（ア）送信空中線の絶対利得は2．14デシベル以下であることとする。

　　　　ただし、等価等方輻射電力が絶対利得2．14デシベルの送信空中線に10

　　　mWの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空

　　　中線の利得で補うことが可能であることとする。

　　（イ）指向性アンテナを用いる場合に限り、等価等方輻射電力が、絶対利得2．1

　　　4デシベルの送信空中線に10mWの空中線電力を加えたときの値を越えても

　　　よいものとし、1MHz当たりの等価等方輻射電力をこの値のA倍にする場合に

　　　は、使用する空中線の半値角θについてθ≦360／A（度）を満たすこととす

　　　る。

　　　　ただし、等価等方輻射電力の上限は、絶対利得12．14デシベルの送信空

　　　中線に10mWを加えたときの値とする。

（6）違法使用への対策

　　送信装置の主要な部分（空中線系を除く高周波部及び変調部）は、容易に開ける

　ことの出来ない構造であること。
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13無線設備の技術的条件

1．3．1送信装置

（1）周波数の許容偏差

　±50×10－6以内であること。

（2）スプリアス発射の強度の許容値

　1MHzの帯域幅における平均電力が次の値以下であること。

　ア2，387MHz未満及び2，496．5MHz未満を超える周波数帯：2，5μW

　イ2，387MHz以上2，400MHz未満及び2，483．5MHzを超え2，496．5MHz以下：25μW

　（3）筐体輻射

　実効輻射電力がスプリアス発射の強度の許容値以下であること。なお、既に存在

　する小電カデータ通信システムについては現行の規格を適用する。

　（4）空中線電力の許容値

　上限20％、下限80％以内であること。

　（5）占有周波数帯幅の許容値

　アFH方式、DS／FH複合方式又はOFDM／FH複合方式：83．5MHz以下

　イア以外の方式：26MHz以下

　（6）SS方式の拡散帯域幅（全電力の90％が含まれる周波数帯幅）

　拡散帯域幅の下限については～500kHz以上であること。

　（7）SS方式の拡散率

　5以上であること．

　（8）ホッピングの一様性

　FH方式においては、特定の周波数において電波を連続して発射する時間（滞留時

　間）は0．4秒以下であり、かつ0．4秒に拡散率を乗じた時間内で任意の周波数の滞

　留時間の合計が0．4秒以下であること。

1．3．2受信装置

　　副次的に発する電波等の限度については、平均電力が1GHz未満の周波数にお

　いて4nW以下、1GHz以上の周波数において20nW以下であること。

1，3．3電気通信回線設備との接続

　電気通信回線設備に接続するものは、次の条件に適合すること。

（1）個別識別符号（IDコード）

　　識別信号を利用し、48ビット以上で構成すること。

（2）インタフェース条件

　　混信による誤接続等を防止するため、キャリアセンス又は相関信号センスにより対

　策を講ずるものであること。ただし通信品質劣化時に通信路の切断を行う機能を有す

　るものにあっては、通信路の正常性を確認することにより対策を講じることができる。
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13．4混信防止機能
（1）電波法施行規則第6条の2第3号に規定する混信防止機能を有すること。

（2）2，427MHz以上2，470．75MHz以下の周波数の電波を使用するものは、利用者によ

　る周波数の切り替え又は電波の発射の停止が容易に出来る機能を有すること。

1．4測定法

　以下の項目を除き、平成4年度電気通信技術審議会答申第57号r無線しANシステ

ムの技術的条件」に準ずること。

（1）周波数

　　DS方式又はOFDM方式の場合はPN符号をデータとした変調波、FH方式、DS

　／FH方式又はOFDM／FH方式の場合は拡散変調を停止した状態で、また、その

　他の方式については無変調波（搬送波）を送信した状態で、周波数計を用いて平均

　値（バースト波にあたってはバースト内の平均値）を測定すること。

（2）送信装置の空中線電カ

　ア空中線端子付きの場合

　　　スペクトルアナライザのIF出力に電力計を接続して、1M日zの帯域幅における平

　　均電力を測定することが適当である。平均電力を求める際の平均時間は、FH方

　　式又はDS／FH複合方式又はOFDM／FH複合方式にあっては、測定値が一定

　　となるまでの十分な時間とすることが適当である。DS方式又はOFDM方式にあっ

　　ては、バースト波の場合は、バースト内の平均電力とすることが適当である。

　イ空中線端子無しの場合

　　　電波暗室で1MHzの帯域幅における実効輻射電力を測定し、［測定値×θ／

　　360（θは半値角（度〉）］を空中線電力とする。その他の条件は空中線端子付

　　の場合に同じとすることが適当である。

（3）空中線の半値角

　　電波暗室で供試機を回転代の上に載せて、1MHzの帯域幅における実効輻射電

　力が最大点から半分になる角度を測定する。

（4）送信装置のスプリアス発射の強度

　ア空中線端子付きの場合

　　　スペクトルアナライザで1MHzの帯域幅における平均電力を測定することが適

　　当である。平均電力を求める際の平均時間は、FH方式、DS／FH複合方式又は

　　OFDM／FH複合方式にあっては、空中線電力の測定の際の平均時間と同じとす

　　ることが適当である。DS方式又はOFDM方式にあっては、バースト波の場合は

　　バースト内の平均電力とすることが適当である。

　イ空中線端子無しの場合

　　　電波暗室で1MHzの帯域幅における実効輻射電力を測定し、その値が次の値

　　以下であることを確認する。その他の条件は空中線端子付の場合に同じとするこ
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　　とが適当である。

　　（ア）2，427MHz以上2，470．75MHz以下の電波を使用するもの

　　　a．2，387MHz未満及び2，496．5MHz未満を超える周波数帯：

　　　　2、5μW又は基本波の1MHz帯域幅における実効輻射輻射電力との相対値

　　　　が一31dB

　　　b，2，387MHz以上2，400MHz未満及び2，483，5MHzを超え2，496．5MHz以下：

　　　　25μW又は基本波の1MHz帯域幅における実効輻射輻射電力との相対値

　　　　が一21dB

　　（イ）（ア）以外のもの

　　　a．2，387MHz未満及び2，496．5MHz未満を超える周波数帯：

　　　　2．5μW又は基本波の1MHz帯域幅における実効輻射輻射電力との相対値

　　　が一36dB

　　　b．2，387MHz以上2，400MHz未満及び2，483．5MHzを超え2，496．5MHz以下：

　　　　25μW又は基本波の1MHz帯域幅における実効輻射輻射電力との相対値

　　　が一26dB

（5〉受信装置の副次的に発射する電波等

　　空中線端子無しの場合1実効輻射電力を測定し、次の値以下であることを確認す

　る。

　ア　2，427MHz以上2，470．75MHz以下の電波を使用するもの

　　（ア）1GHz未満の周波数において4nW又は基本波の1MHz帯域幅における実

　　　　効輻射輻射電力との相対値が一59dB

　　（イ）1GHz以上の周波数において20nW又は基本波の1MHz帯域幅における

　　　　実効輻射輻射電力との相対値が一52dB

　イ　ア以外のもの

　　（ア）1GHz未満の周波数において4nW又は基本波の1MHz帯域幅における実

　　　　効輻射輻射電力との相対値が一64dB

　　（イ）1GHz以上の周波数において20nW又は基本波の1MHz帯域幅における

　　　　実効輻射輻射電力との相対値が一57dB

（6）筐体輻射

　　（4）イと同様に測定することが適当である。
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2FH方式を用いる移動体識別用無線局の技術的条件

　　　FH方式を使用する移動体識別用無線局の技術的条件は、以下のとおりとすること

　　が適当である。現行の小電カデータ通信システムの技術的条件を元にして、移動体

　　識別に適応するために必要な修整を施したものである。また、他の方式を使用する移

　　動体識別用無線局の技術的条件については、現行の技術的条件のとおりとするのが

　　適当である。

2、1一般的条件

　準マイクロ波帯を用いる移動体識別用無線局のうちFH方式を用いる設備について

の一般的条件は、以下の通りとするのが適当である。

（1〉伝送方式及び変調方式

　スペクトラム拡散方式（FH方式）であること。

（2）無線周波数帯

　　産業科学医療用（ISM）の使用に指定されている2，400MHzから2，500MHzまでの

　周波数帯（ISMバンド）から、特に諸外国の状況等を考慮し、2，400MHzから

　2，483．5MHzまでとすることが適当である。

（3）空中線電力

　　ISMバンドを利用することから、1MHzの帯域幅における平均電力で規定するこ

　と適当であり、当該電力が10mW以下（2，427MHz以上2，470．75MHz以下の周波数

　の電波を使用するものは3mW以下）であることとする。

（4）空中線利得

　　送信空中線の絶対利得は、6デシベル以下であることとする。

　　ただし、1MHz当たりの等価等方輻射電力が絶対利得6デシベルの送信空中線

　に10mW（2，427MHz以上2，470．75MHz以下の周波数の電波を使用するものは3m

　W）の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線

　の利得で補うことが可能であることとする。

（5）応答機からの受信

　　応答機（送受信装置から独立した応答のための装置であって、送信設備が発射

　する電波により作動し、その受信電力の全部又は一部を同一周波数帯として発射

　するものをいう。）からの電波を受信できること。

（6）違法使用への対策

　　送信装置の主要な部分（空中線系を除く高周波部及び変調部）は、容易に開け

　ることの出来ない構造であること。

2．2無線設備の技術的条件

技術的条件については現行の小電カデータ通信システムにならい、以下のとおりと

することが適当である。
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2．2，1送信装置

　（1）周波数の許容偏差

　　　　±50x10皿6以内であること。

　（2）スプリアス発射の強度の許容値

　　　1MHzの帯域幅における平均電力が次の値以下であること。

　　　ア2，387MHz未満及び2，496．5MHzを超える周波数帯：2．5μW

　　　イ2，387MHz以上2，400MHz未満及び2，483．5MHzを超え2，496・5MHz以下：25μW

　（3）空中線電力の許容値

　　　上限20％、下限80％以内であること。

　（4）占有周波数帯幅の許容値

　　　83．5MHz以下であること。

　（5）ホッピングの一様性

　　　拡散率5の小電カデータ通信システムと同等ととすることとし、特定の周波数に

　　　おいて電波を連続して発射する時間（滞留時間）は04秒以下であり、かつ2秒間

　　　における任意の周波数での滞留時間の合計が0．4秒以下であること。

　（6）筐体輻射

　　　実効輻射電力がスプリアス発射の強度の許容値以下であること・

2．2．2受信装置

　　副次的に発する電波等の限度については、平均電力が1GHz未満の周波数にお

　いて4nW以下、1GHz以上の周波数において20nW以下であること。

2．2．3混信防止機能

　　利用者による周波数の切り替え又は電波の発射の停止が容易に出来る機能を有

　すること。

2．3測定法

　　　FH方式を用いる無線局については、小電力データ通信システムに準ずることが適

　　当である。
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第4章今後の課題

　　2．4GHz帯を用いる無線システムについては、特に無線LAN等については免許を

　要しない局であることも要因となり、コミュニティエリアや家庭におけるインターネットア

　クセスに利用されるなど、利用方法が多様化し、利用者数の伸長も著しい。また、さら

　なる高速伝送を可能とするOFDM方式の導入が世界的な潮流になるなど、技術的にも

　急速に発展している分野である。一方で、利用者の増加に伴い、混信のケースの増加

　が懸念されていることも事実であり、利用者間の協調運用が期待される。

　　2．4GHz帯はISMバンドと呼ばれ、ISM機器の使用によって生じ得る有害な混信を

　容認しなければならないことから、必ずしも良好な通信状況が確保されるわけではなく、

　主として干渉に強くまた他のシステムとの共用が実現しやすい方式を用いて運用され

　ることが望ましい周波数帯である。このような現状を踏まえて、同周波数帯の利便性の

　向上をはかるためには、干渉の確率を増加させないように配慮しつつ、干渉に強い変

　調方式やアダプティブアレイアンテナ等干渉低減に寄与する新しい技術に迅速かつ柔

　軟に対応していくことが望ましい。また、他周波数帯の技術開発や利用動向も踏まえ、

　利便性を向上させるためのさらなる技術的検討を行っていくことが必要である。

　　また、移動体識別システムについては、今後国際物流分野における利用の拡大が

　期待されることから、国際標準化動向を踏まえグローバルな利便性を確保していくため

　に、必要に応じて高度化の検討を行うことが望まれる。
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V審議結果

　2．4GHz帯を使用する無線システムの高度化に必要な技術的条件について検討を行

い、別添のとおり答申案をとりまとめた。
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別表1

情報通信審議会情報通信技術分科会

2．4GHz帯高度化方策委員会の構成

（敬称略）

氏　名 所　属

中川正雄 慶応義塾大学理工学部教授 主査

若尾正義 （社）電波産業会常務理事 主査代理

酒匂一成 （株）NTTドコモ取締役ネットワーク企画部長 ～H13，7

相上義明 （株）NTTドコモ取締役ネットワーク企画部長 H13．7～

新本孫宏 シャープ（株）代表取締役副社長

神崎慶治 （財）テレコムエンジニアリングセンター専務理事

久保勲 （株）東芝上席常務モバイルコミュニケーション社社長

倉本實 松下通信工業（株）専務取締役技術本部長

竹中俊幸 日本電気（株）モバイル・ワイヤレス事業本部長

田中和則 日本電信電話（株）第三部門担当部長

田中好男 （財）電気通信端末機器審査協会専務理事

築山宗之 東京電力（株）常務取締役

原昌三 （社）日本アマチュア無線連盟会長

辻村省治 日本無線（株）顧問担当 ～H13．7

平出賢吉 日本無線（株）常務取締役 H13，7～

伊藤泰彦 ケイディーディーアイ（株）執行役員常務IP事業本部本部長 ～H13．7

ケイディーディーアイ（株）ネットワーク技術本部ワイヤレスシステム
平林立彦 H13．7～

部次長

古川享 米国マイクロソフト社副社長

堀崎修宏 （社）電信電話技術委員会専務理事

本多美雄 欧州ビジネス協会通信・情報処理アドバイザー

松尾益次郎 日本テレコム（株）専務取締役技術本部長・情報統括

森尾稔 ソニー（株）取締役副会長
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別表2

　　　　　情報通信審議会情報通信技術分科会
2．4GHz帯高度化方策委員会2．4GHz帯高度化方策作業班の構成

（敬称略）

氏　　名 所　　属

若尾正義 （社）電波産業会常務理事 主任

長谷川孝明 埼玉大学工学部助教授 主任代理

猪崎徹 シャープ（株）情報システム事業本部システム機器事業部参事

伊藤健司 シーメンス（株）移動通信技術推進部部長代理

岡坂定篤 （株）日立製作所通信事業部主管技師

若山郁夫 日本電気（株）NECソリューションズ第ニコンピュータ事業本部LAN事業 ～H13．6

部製品技術部長

岡ノ上和広 日本電気（株）ネットワーキング研究所研究マネージャー H13．6～

小川伸郎 アイコム（株）取締役ソリューション事業部長

荻野博 東京電力（株）電子通信部副長

小口卓郎 富±通（株）ネットワーク事業本部専任部長

福田邦夫 ソニー（株）通信研究所2部統括部長 ～H13．7

北久保和人 ソニー（株）通信研究所バリューワイヤレスクリエーション部3課無線技術 Hl3．7～

マネジャー

小林英男 （社）電信電話技術委員会第3技術部長

佐々波浩一 （財）テレコムエンジニアリングセンター研究開発部長

佐藤利夫 松下通信工業（株）モバイルコミュニケーションカンパニー通信ネットワーク

事業部技術三部システム技術課主任システム技師

佐藤英昭 キャノン（株）プラットフォーム技術開発センター主席研究員

篠永英之 ケーディーディーアイ（株）研究開発統括部次長

長澤東四郎 （財）電気通信端末機器審査協会理事機器審査部長

中村光 （株）NTTドコモ研究開発本部無線リンク開発部主幹技師

間中信一 マイクロソフトプロダクトディベロップメントリミテッド　モバイルデバイス開発 ～H13．9

統括部グループシニアマネージャ

新居直明 マイクロソフトプロダクトディベロップメントリミテッド　モバイルデバイス開発 Hl3．9～

統括部シニアマネージャ

馬場博幸 スピードネット（株）常務取締役

平野忠彦 （株）ウェルキャット無線研究部部長

藤田昇 日本無線（株）無線ネットワークグループ担当部長

船橋好一 日本アイ・ビー・エム（株）通信渉外次長

松谷寛 （株）東芝モバイルコミュニケーション社モバイルコンピューティング＆コミュ

ニケーション開発センター開発第三部開発第二担当グループ長

真野浩 ルート（株）代表取締役

水野光彦 独立行政法人通信総合研究所無線通信部門横須賀無線通信研究セン

ター研究主管無線統合ネットワークグループリーダー

森章和 （社）日本アマチュア無線連盟技術研究所所長

守倉正博 日本電信電話（株）NTTアクセスサービスシステム研究所主幹研究員

山崎吉晴 日本テレコム（株）情報通信研究所開発部門担当部長

一63一









参考資料目次

参考資料1

参考資料2

参考資料3

参考資料4

参考資料5

参考資料6

参考資料7

参考資料8

参考資料9

意見聴取の結果について

FH方式を使用した移動体識別用無線局の回線設計例

指向性アンテナの利得とビーム角度の規定についての技術的検討

電波防護指針への適合性について

小電カデータ通信システムにおけるアダプティブアレイアンテナの利用

Bluetoothの動向

IEEEにおける標準化検討状況

ISOにおけるRFIDの検討状況

FCCルール改正動向

69

71

73

79

81

83

85

87

91

一67一





参考資料1

意見聴取の結果について

第2回委員会（平成13年7月6日開催）において実施された意見の聴取において、5件の意見

陳述があった。概要は以下のとおりである。

（1）種々のシステムが共存する2．4G　H　z帯は、現在すでに混信が起きている状況であり、その深

刻化を避けるために無線LANについて、以下のような提案を行う。

　　①以下のように使用区分を制定する。

　　　2400～2483．5MHz　屋内用
　　　2450～2483．5M　H　z　屋内及び屋外用

　②前項の法制化まで、電波産業会の定める標準規格（S　T　D－T66）中に使用区分を記載して

　　自主的な運用を求める。

　　③同標準規格中にアマチュア局との混信について記載する。

　　　④狭帯域変調方式の採用、多値化、など周波数の有効利用を促進する。

（2）　（アマチュアリピータからの受信状況を録音したテープを再生。）現在、ビル間通信によると思

われる混信を受けている状況である。2次業務であることは理解するが、未来の技術者を育てる場

　であるアマチュアバンドでの混信が現在以上に深刻にならないように検討をお願いする。

（3）当該バンドでのアマチュア通信に、近年無線L　A　Nによるビル間通信が原因と思われるノイズが

　入るようになった。一昨年までは、東京一宇都宮間で100キロ程度の通信実験が可能であったが、

　昨年夏ごろから東京一さいたま市間の25キロ程度、最近では東京一戸田市間の14キロ程度まで

通信距離が縮まっている。この状況の悪化が懸念されることから無線L　A　Nのアンテナ規制緩和は

適当ではないと考える。

（4）　（1．2mパラボラアンテナで受信した2．4GH　z帯のスペクトラム図をもとに、アマチュア

無線局がビル間通信によると思われる混信を受けている状況を説明。また、アマチュアリピータか

　らの受信状況を録音したテープを再生。）アマチュアに配慮した検討をお願いしたい。

（5）実効輻射電力の増加は干渉の増加を招くと懸念される。高利得アンテナを複数使用して全方

　向を埋め尽くす結果となり、全体的な電界強度を持ち上げることになると思われる。また、拡

散利得の低いS　S通信は干渉を受けやすく、アマチュア無線局が無線L　A　Nに干渉を与えるこ

　とを理由に活動制限されないことを希望する。今後、性急な変更は行わず、現状の枠内での新

　たな方式や効率のよい技術の開発に期待したい。
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参考資料2

F　H方式を使用した移動体識別用無線局の回線設計例

FH方式を使用した移動体識別用無線局の質問器の回線設計は以下のように行うことが出来る。バッ

テリレス応答器を使用した場合、応答器の動作限界は、応答器の起動電力（Pr2）で決定され、（1）式によ

れば通信距離はおよそ53．2cmとなる。（現行の移動体識別用小電力無線設備の場合、およそ7．Ocmと

なる。）

G1 G2

質問機 場
←Pr1

1
1翼

→Pr2
応答機

hL－1
【条件】

質問器送信電力：Psl＝23．7dBm※　　　　応答器受信感度l　Pr2＝・3dBm

質問器受信感度：Prl＝一50dBm　　　　　　　　応答器損失：ML＝10dB

質問器アンテナ利得：Gl＝6dBi　　　　　　　　応答器送信電力：Ps2＝Pr2－ML

伝搬損失：LdB　　　　　　　　　　　　　応答器アンテナ利得：G2＝2dBi

通信距離：Dcm
　　　Pr2＝Ps1＋G1－L＋G2　　（1）

　　　Pr1＝Ps2＋G2－1．＋G1　　（2）

※帯域幅79MHz、送信電力3mW／MHzを想定

一71一





参考資料3

指向性アンテナの利得とビーム角度の規定についての技術的検討

1　与干渉面積を用いた共用条件の考え方

　無線L　A　Nや移動体識別装置などの2．4GHz帯無線装置の地表面にお1ナる分布はランダム

　と仮定する。あるD／U以上の強度をもつ領域を地表面に投影した面積がダイポールアンテナと

同等であれば、下記のように被干渉局数はこれまでと同等になると考えられる。

○無線L　A　Nから周辺局への干渉

　　被干渉局が下図のようにランダムに分布する場合は、与干渉面積が同じであれば有害な干

　渉を受ける無線局数は確率的に同等である。

被干渉局

○

Ol
’

’

’

ノ

E　I　R　P＝12，14〔IBm／MHz

／　　　○’

○

、○
○

、

、

、

与干渉局　　　　　　○
　　　　　　・　　　　　　　○’
（無線LAN）　　＼○　　　　　　　　　．，

　　　　　　　＼、、　○’－／
　　　　○　　　　一…一

○

○

○

○

○

高利得アンテナ

（面積が同じ）

○

○

○

○

○

○

○

図1　無線L　A　Nから周辺局への干渉

　なお、面的セル配置の無線LANシステムの中に小数の被干渉局がランダムに分布する場

合は、位置によって干渉が増加する場合と減少する場合があり、広いエリアで見れば、確率

的には同等である。また、アンテナの指向性をあげることにより、干渉・障害の回避が可能

となる場合もある。
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基地局（無指向性）

、

￥

障害回避策

、

ノ

、

’

、

’

’

、

’

、

ノ

、

￥

○

O ノ

’

　　　被干渉局

（干渉を受けやすくなる）

ノ　　　被干渉局
　（干渉を受けにくくなる）

○

’

、

’

、

’

◎

、、

、

、

ノ

’

、

’

、

ノ

、

、

O

、

ノ

、

’

、

’

　端末局
（ビーム指向性〉

図2　面的セル配置の中の少数の被干渉局

2　与干渉面積の検討方法

　　ビーム形状を円錐形として、水平面への投影面積を計算すると表1のようになる（計算条

　件は次節で述べる）。表2は、一般に広く用いられている八木アンテナを例に取り、そのパ

　ターン図から与干渉面積比（ダイポール比）を計算したものである。ビーム角と半値角を対応

　させれば、各項目の数値は概ね一致しており、円錐形ビームで理論値を検討するのは妥当で

　あると言える。

表1　円錐ビームのアンテナ利得と与干渉面積（理論値）
ビーム角［度」

一
180 120 83 58 41 29 20 14 10

利得【dBil 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

与干渉面積比 0．63 0．62 0．83 1．15 1．60 2．25 3．17 4．47 6．31 8．92

表2　八木アンテナの利得と与干渉面積（パターン図から積算）

アンテナ 基準 八木A 八木B 八木C 八木D 八木E 八木F 八木G
半値角［度1

一
148 120 53 39 37 30 26

利得1〔IBiI 2．14 5．5 6．6 ll．7 13．6 14．2 15．58 17

与干渉面積比 1 0．95 0．97 1．41 1．64 1．76 2．07 2．31
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3　与干渉面積の計算条件

　与干渉面積の理論値は、下図のように電力束密度が等方向アンテナ（理想アンテナ）と等しい円

錐状ビームを仮定し、地表面への投影面積を計算した。与干渉距離は2乗則（自由空間）を採用

　した。

等方向アンテナ（球面）
電力束密度が同じ

ビームアンテナ

　　　　　　利得［dBi】

球の表面
積と同じ

一図3　与干渉面積計算の概念図

4　与干渉面積の規定方法

　円錐形ビームアンテナの地表面投影面積と、ダイポールアンテナの地表面投影面積の比A

　は、次の式で計算できる。

　　　（式1）　　A＝L2xθ／360
　　　　　　　　L：ダイポールアンテナとの与干渉距離比

　　　　　　　　θ：ビーム角（半値幅に相当）

　ダイポールアンテナとの与干渉距離比Lは、2乗則によるとすれば、次の式で計算できる。

　　（式2）　L＝10＾（（G－2．14）／20）

　　G：絶対利得【（IBil

　　ここで、ダイポールアンテナとの投影面積比を1以下とした場合、θとGの関係は次の式

　3で表される。

　　（式3）　　1≧10＾（（G－2．14）／10）×θ／360

書き直すと

　　（式4）　θ≦360／10＾（（G－2．14）／10）

　となる。

　　たとえば、利得12．14dBiのアンテナのときは、ビーム角（半値幅）が36度以下であれば、与

　干渉面積がダイポール比で1以下となる。面積比を1とした場合の、円錐ビームアンテナの

　利得と式4から算出される規制角度の関係を表3、図4にしめす。

　　また、参考として、八木アンテナの場合に、給電線損失等でアンテナ利得を調節すること

　によって与干渉面積（ダイポール比）を1とした例を表4、図4に示す。これらのアンテナが

式4の関係をよく満たすことから、高利得アンテナを導入する際に半値角制限を課すことに

　よって、与干渉面積をほぼ保つことが実際に可能であることがわかる。参考に、図5に、規

制の有無による八木アンテナのビーム範囲の違いを示した。
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表3　規制アンテナの利得と与干渉面積（ビームアンテナ理論値）

利得ldBi】 6 9 12 15

旧ビーム角1度】 120 83 58 41

規制ビーム角1度1 148 74．18 37．18 18．63

与干渉面積比 1 1 1 1

表4　規制アンテナの利得と与干渉面積（八木アンテナ）

アンテナ種類 基準 八木A 八木B 八木C 八木D 八木E 八木F 八木G
1日利得ldBil 2．14 5．5 6．6 11．7 13．6 14．2 15．58 17

調節後利得田Bi】 一
5．7 6．73 10．25 11．44 11．78 12．65 13．37

半値角［度1
一

148 120 53 39 37 30 26

与干渉面積比 1 1 1 1 1 1 1 1

o
ロe
撃
く

1
’1」

1000

100

10

1

一◆一ビームアンテナビーム幅規制

一暴一八木アンテナ利得規制

0 5　　　　　　10　　　　　　15　　　　　20　　　　　　25　　　　　30

　　　　　禾ljそ尋（dBi）

　図4　アンテナ利得とビーム角

規制のない場合

　　　　　　一八木G

　　ハ　／　＼
！　　　　＼

1ズ／一一八木E

へ糖・

鯵』
図5

　与干渉面積比1の場合

　　　　（環

　　　　llHb木C

　　　　　　　　　　　八木A

　　　　　　　　　　　一・基準

八木アンテナのビームパターン図
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なお、ここではアンテナの絶対利得を用いて議論したが、EIRPで考えると以下のようにな

る。E　I　R　Pの基準値を、絶対利得2．14（IBiのアンテナに規定の空中線電力を加えた値とし

て、その値からB倍する場合を考える。このときθについての条件（式4）は、アンテナの

絶対利得とE　I　R　Pの関係から

　　（式5）　θ≦360／B

となる。

以上の検討から、与干渉面積を増加させることなく高利得アンテナを導入することは技術

的に可能であるといえる。ただし、高利得アンテナをセクタ化して使用することについては、

混信のケースの増加が懸念され、望ましくないものと考えられる。
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参考資料4

電波防護指針への適合性について

　本システムでの電波防護指針（※）の適合性について、①小電カデータ通信システムにおいて

固定的に使用される場合、②その他の場合、について確認を行った。いずれの場合にも、送信時

の等価等方輻射電力（eirp）Pt【VV］が最大になるのは、空中線電力が1MHzあたり3mw、送信帯

域幅が83．5MHz、空中線利得が12．14dBiのときである。

①固定的に使用される場合

　本システムが固定的に使用される場合は、通常の利用形態では人体から1m以上の距離で使

用される。アンテナからの距離が1mの点における電力束密度Sは

　　　　　　　　　　　～　　　P1　　　0．003×83．5×10〈1．214　　　　　　　　　　　　う
　　　　　　S［澗解／・艀1＝　．＝　　　　　　＝0．0326吻耀／・副
　　　　　　　　　　　　　40πノ～を　　　　　　　　40π×1

である。ここで、本システムを固定的に使用する場合に適用できる電波防護指針は電磁界強度

指針（表1）であり、アンテナからの距離が1m以上の場合は電磁界強度指針を満たしている。

表1　一般環境における電磁界強度（平均時問6分間）の指針値）

周波数 電界強度の
実効値

磁界強度の
実効値

電力束密度

1．5GHz～
300GHz

6L4［V／n21 0．163［オ／n2］ 　　　　へ1【〃〃／cnズ］

②　その他の場合

　本システムが可搬の機器に取り付けて使用される場合に、無線端末がパソコンとなどに装着

して利用され、人体に近接することが想定されるが、通常の利用形態では人体から30cm以上

の距離で使用される。アンテナからの距離が30cmの点における電力束密度Sは

　　　　　　　　　　　　　P1　　　0．003×83．5×10〈1．214
　　　　　　S［柳／c溺2］一　一　　　　　一〇．3σ”／c凶
　　　　　　　　　　　　40πノ～2　　　　　　　40π・O．32

である。ここで、本システムを可搬の機器に取り付けて使用する場合に適用できる電波防護指

針は人体が局所的に電波にさらされる場合であることから補助指針（表2）であり、アンテナ

からの距離が30cm以上の場合は補助指針を満たしている。（なお、実際には、粗．14dBiの高

利得アンテナが可搬機器に装着されることはないと想定される。）

表2　人体が電磁界に不均一又は局所的にさらされる場合の補助指針（一般環境）

周波数 電磁界強度の空間的最大値 平均時間

1GH　z～3
　G　H　z

四肢以外　41n1躍／0〃12］ 6分間

以上のことから、このシステムの通常の利用形態では電波防護指針を満足していると言える。

※　電波防護指針二平成2年電気通信技術審議会r電波利用における人体の防護指針」及び平成9年電気通信技術審議会
答申r電波利用における人体防護の在り方」をいう。
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参考資料5

小電カデータ通信システムにおけるアダプティブアレイアンテナの利用

1背景
　2．4GHz帯を用いた無線LANの普及につれ、同一チャネルを用いた複数の無線LANが隣接

するオフィスやビルに用いられるケースが増えており、相互干渉によるスループットの低下等

の例が見られるようになっている。また、同周波数帯は、無線LAN以外にも多種の電波利用

機器が存在することから、干渉を回避する技術の開発が大きな課題となっている。

　干渉回避のための有効な方法の一つとして、第2章で検討されているようなアンテナ指向性

による空間的分離があるが、さらに、高指向性アンテナを発展させた、指向性ビームを適応的

に制御できるアダプティブアレイアンテナを用いれば、新たな無線LANの増設など干渉環境

の変化に応じて干渉回避を行うことができ、さらなる周波数利用効率の向上を期待できる。

2　アダプティブアレイアンテナと小電カデータ通信システムでの効果

　アダプティブアレイの適切なアルゴリズムを用いることにより、所望信号への利得の劣化を

抑えつつ、干渉波の到来方向にヌル（指向性の谷）を形成することができる（図1）。これに

ょり、2．4GHzを用いる他の機器や隣接する無線LAN機器からの干渉を低減することが可能

になる。また、同一の周波数を用いる繰り返し距離を短縮でき、多種多様な機器が用いられて

いる2．4GHz帯の周波数利用効率の向上にも貢献することになる。

隣のビルの無線LANからの干渉

　他の2．4GHz
機器からの干渉

〆

舟
アダプティブアレイを
用いた基地局

央
アダプティブアレイを
用いた基地局

図1 アダプティブアレイを無線LANに使用した場合の干渉抑圧
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3　単一のアダプティブアレイアンテナを異なる周波数チャネルを用いるアクセスポイントに

　より共用する場合の利点

　2で示したアダプティブアレイは、一般に2．4GH　zの素子アンテナを2分の1波長以上

離して複数ならべるためにサイズがやや大きくなるが、PHS等の基地局のように一つのアダ

プティブアンテナを複数の無線局で共有することが可能である。すなわち、複数の基地局の送

信信号あるいは受信信号を、アレイアンテナの素子数だけ合成あるいは分割し、単一のアダプ

ティブアレイに接続して使用することができる（図2）。これにより、オフィス等の限られた

空闘を有効に活用し、また機器のコストを低減することもできる。

　図2では、アダプティブアレイのウェイト制御に工夫をし、複数のチャネルを異なるエリア

で使用するように、空間的分離を行っている。　オフィス内の配置換え等により端末の配置密

度が変わった場合、この変化を自動的に検出し、アダプティブアレイの複数の指向性を図2の

右図のように最適なものに変更する、といった利用も考えられる。すなわち、アダプティブァ

レイを用いることにより、適応的に負荷の分散を行い、スループットや周波数利用効率の局所

的低下を防ぐことができるようになる。

　なお、指向性利得の上限値に配慮することにより、高利得アンテナの場合と同様に干渉面積

を抑えることも可能である。また、上では屋内の無線LANへの使用における周波数利用効率

向上を述べたが、屋外での使用時にアダプティブアレイを用いる場合でも同様の効果を期待す

ることができる。

　　　葭　　　　　．／
　　　　　　臨　　、／

臨

〇五寿強・．／　融

　　　　　　　　　臨
　　　Ch毒燈
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・　　　　　麹

読臨／
　　　　　ノノ
　葺＃一，／

ノ

！

ノ

！

　　　醗
壷

c1駕霧撮歯

自

単一のアダプティブアレイを
共用した複数の基地局

単一のアダプティブアレイを
共用した複数の基地局

図2　単一のアダプティブアレイを複数の基地局で共用した場合の無線エリアの例
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参考資料6

Bluetoothの動向

1　Bluetoothとは？

　「多目的無線10」：

　・PC、携帯端末機器（携帯電話、PDA）、PC周辺機器（プリンタ、プロジェクタ、デジカメ）、

　　HMI機器（キーボー一ド、マウス）、AV機器（ヘッドセット、BSデジタルTV）等のあらゆる機

　　器間を多目的に無線接続するグローバル規格。

　・単なるコードレス通信方式でなく、分散協調ネットワーク環境を構築可能。

　・携帯電話などのモバイル機器とPC間の通信に重点が置かれている。

　・BIuetooth接続された装置は、マスターとスレーブの関係となる。

　・Bluetoothは無線L　A　Nとは異なり、常時接続ではなくAd－Hoc接続が可能。これにより低

　　消費電力、無線帯域の有効利用が可能。

　・マスタ1台に対し、最大7台のスレーブ（アクティブ）を接続するピコネットを構築。

　・ピコネット同士を接続しスキャターネットに拡張可能。

　・プロファイルとは、アプリケーション別のソフトウェアスタックの実装手法を明記したも

　　の。プロファイルに従ったソフトウェアを実装することにより、同一プロファイルを持つ

　　他社機器との相互接続が可能となる。

2　Biuetoothの仕様概要

　Biuetoothの主要緒言
項目 内容 備考

周波数帯 2．400MHz～2．4835MHz ARlB　STD－T661SMバンド

使用周波数帯 2．402MHz～2．4800MHz 日・米・欧；免許不要。

周波数帯域 78MHz幅

キャリア幅 1MHz

出力 1mW（クラス3：0dBm；　’、oワーコントロール1ま才フpシ

ョン）

100mW（クラス1：＋20dBm；OdBmを超過

するとハ。ワっントロールが必要）

2．5mW（クラス　2：　＋4dBm；　ハ。ワーコントロール1ま

オフoション）

通信距離 半径10m（クラス3） 半径⑩Om（クラス1）

変調方式 GFSK／田一SS

F日レート 1，600回／秒

端末数 8Ter涌nals／piconet

データ転送速度 1Mbps Ver2，0で2～1㎝bps

音声l　Synchronous 64Kbps 最大3チャネル
データ：FuH　Duplex 432．6Kbps／432．6Kbps

テ“一タ：Asymmetric 723．2Kbps／57．6Kbps

ネットワークトホ泊シ㌧ Point　to　Point／

Point　to　Mu旧一polnt
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3　最近の動向
　Bluetooth　Spec．Ver1．0　（Coreプロトコル＋13個のプロファイル策定〉

　　・99年7月　V．1．Oa仕様一般公開（初回一般リリース）

　　・同12月V1．Ob仕様一般公開（V，1．OaのErratta修正）

　　・01年3月　V．1．1仕様一般公開（主にセキュリティに関する相互接続性の問題点を解決。

　　その他V．1．ObのErrata修正）

　　・約2500社がBluetooth　SIGに参加
　Bluetooth2．0　（9個の新プロファイル策定＋高速化仕様策定）

　　・99年12月Bluetoothの仕様強化と使用範囲の拡大を目指して活動開始。

　　・現在仕様1．1対応チップセット、モジュール、対応製品のロゴ取得が盛ん。

　　’Bluetooth2。0関連のプロファイルが今後リリースされる。

4　Bluetoothの将来
　　現在、BIuetoothの高速化、QoSの改良、データ保存性の強化を目的として仕様改定作業

　が進行中である。変調方式や伝送速度については各種案が検討されており、Radio1．0の改善

　として2Mbpsおよび高速化として10Mbpsが目標となっている。仕様リリース時期は明確に

　されていない。

Radio1．0の改善

・RF，BB，LMP仕様の改善

・2Mbpsでの変調方式をサポート

高速伝送モード

・10Mbpsの伝送速度をサポート（10m範囲）

・耐干渉性の強化

・Bluetoothと無線LANとの共存
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参考資料7

IEEE802．11における無線LA　N標準化検討状況

　2000年3月に開催された802。11会合において、1999年に策定された最大11Mbl）sが可能

な802．11b方式を拡張し、更なる高速化の技術条件を検討するためのHigh　Rate802、llb

Study　Group（HRb　S（〕）が発足した。このStudy　Grollpはその後2000年9月にiEEEより

802．11Task　Group　G（TGg）として承認された。

　TGgの目的は802．llbのPHYを拡張し、従来方式との相互接続性を維持しつつ20M1）ps

以上の伝送速度を達成する方式を標準化することであり、2002年9月を目標として標準化作

業が行なわれている。

　TGgには当初4方式が提案され、現在これらを投票により一つに絞る作業がおこなわれて

いる。2001年5月会合における投票では最終的に残っていた二つの方式（OFDM方式および

PBCC方式〉のうち、OFDM方式が過半数の票を得たが、標準化に必要な75％には届かなか

った。続く7月会合では、残ったOFDM方式が規定の75％の票を得られなかった場合に方

式選定をやり直すか、再度投票の機会を与えるかという議論に終始し、方式選択は行われなか

った。結局、投票の機会を複数回認めることが決議され、次回9月会合に方式決定の判断は持

ち越された。

OFDM（Orthogonal　Frequency　Division　Multiplexing）方式

　5GHz帯で採用されたOFDM方式の802．11a標準を基本にし、無線周波数を2．4GHz帯

に変更したもの。プリアンブルを802．llbに合わせることで従来方式との互換性を維持して

いる。FFTのサンプルレートは当初802．llbとの整合性から22MHzとされていたが、最終

的には802．11aと同じ20MHzに修正され、5GHz帯とのデュアルバンド化も視野に入れて

いる。伝送速度は最大24Mbpsであるが、オプションとして最大54Mbpsまで規定されてい

る。

PBCC（Packet　Binary　Convolutional　Codjng）方式

　2．4GHz帯の現行DS方式である802．11b標準（BPSK，QPsK）に8・1）sK変調モードを追加

して最大22Mbl）sの伝送速度を達成するもの。DS方式を踏襲しており、スペクトラム形状

も802．11bと同様である。
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参考資料8

　　　　　I　S　OにおけるR　F　I　Dの検討状況

一RFID国際標準化分科会（ISO／IEC　JTC1／SG31／WG4）での審議概要

1はじめに
　S　C31／WG4への取り組みは、その審議内容が日本にとって利用の歴史やその技術的分

野におけるレベルが高いこともあって、日本からも積極的に参加している。国内では（社）電

子情報技術産業協会（JElTA）が実質的SC31審議母体となり、また（社）日本自動認識システム

協会（A㎜」）においてはRFlD専門委員会で10年ほど前から関連諸活動がなされてきた。今

回の国内取り組みは、審議母体であるJEITAとAIMJのRFID専門委員会の共同活動として日本

の対応及び審議がなされてきている。

　以下、ISO会議の開催経過及び日本の対応について述べる。

2会議の開催経過

　　1998年1月のI　S　O／I　E　C　J　T　C1リオデジャネイロ総会でS　C31の中に新規に

WG4の設置についての活動と作業エリアの発表がされ、6月にJTC1の正式承認を得て発

足した。それ以前では過去3回のアドホック会議がWG4の設置と正式会議へのアプローチと

　して開催されているが、正式会議としては1998年、平成10年8月26－27日の両日開

催された東京会議がS　C31／WG4（RFID）の正式第一回会議となる。尚、参考までにSC31

　（ADClオートマチック・テ㌧タ・キャフ。チャ）は、1996年6月第1回SC31ブリュッセル会議におい

て、WG1～3の設立を承認され、以下の作業エリアとなっている。

　　・SC31／WG　l　l　データキャリア（バーコード、2次元コード）

　　・SC31／WG2　＝　データストラクチヤー

　　・SC31／WG3　：　コンフォーマンス

　　・SC31／WG4　1　RFlD：物の管理用（Item　Management）R　F　I　D

3会議経過概要

3．1使用周波数

　　　R　F　I　Dの標準化の使用周波数としては国際的に使用が認められている4周波数（135kHz

　以下、13．56MHz、2．45GHz、5．8GHz）を決定した。（後にUH　Fを追加。）

3．2　会議の構成

　　WG4は以下の5グループの活動単位で構成されている。

　　1，ARP（アプリケーション）　　2．SG1（データシンタックス）　3．

　　4．SG3（エアインタフェース）　5．SG4（規定類）

　　この内、電波法に関連するSG3、SG4について、その活動概要を述べる。

SG2（固有ID）
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3．3　SG3（エアインタフェース）の発足と活動概要

　　1998年の第1回SC31／WG4東京会議で、ARP、SG1、SG2、SG3の設置が承認され、SG3では、

　135kHz以下、13．56MHz、2．45GHz、5．8GHzの4つの周波数の審議をすることを承認。（途中

　で米国の要望によりUHF帯を追加）以下1999年以降2000年末までの審議概要を述べる。

1）SG3の審議経緯
No 年月 場所 審議概要

1 1999．1 Zandvoort

オランダ

13．56MHzのTagTalksFirst（TTF）とReaderTalksFirst（RTF）について

審議。U肝帯を追加する要求意見が出た。

2 1999．3 Freising

ドイツ

56MHzについて、ISO15693－2の提案あり。

TTFについては、RτFと干渉せずかつISO14443／15693と共存できること

が証明された場合に標準化を進めることを決議

3 1999．4 BandoI

フランス

引き続きTIFとRTFの審議。日本ではARlB規格によりTTFは認められて

いないことを説明。卵F帯を作業項目に追加することを承認（日本は、

電波法によりUHF帯は使用できない為、反対表明）

4 1999．8 Paris

フランス

TTFはRTFを干渉することを実験で証明。13．56MHzに、GempIusと

Cheskpointが新規提案。また2．45GHzにSCSが提案

5 1999．12 SanDiego

アメリカ

すべての周波数（く135kHz・13．56MHz・2．45GHz・5．8GHz・UHF）のWDを

2000年12月25日までに完成されることを決定

6 2000．3 Birmingham

イギリス

GemplusとCheckpointが、各種方式の共存の為のUnlversal　Wake－up

コマンドを提案

7 2000．5 London

イギリス

UHF帯については、ヨーロッパでも周波数割当が難しい状況であること

が報告

8 2000．9 Singapore

シンガポー

ル

く135kHz、13．56MHz、2．45GHzについて新規提案を締切り、12月25日ま

でにWGを完成させることを決議。

5．8GHz、UHFにっいては12月末まで提案を受け付け、2001年3月のWD

完成を目指すことを決議。

9 2000．12 BocaRaton

アメリカ

く135kHz、13．56MHz、2．45GHzについて投票を行い、WDを12月までに作

成する提案を採択した。日本から、125kHzを新たに提案。（未投票）。5．8GHz

とUHFは12月末まで提案を受け付け、3月までにWDを完成させる予定。

5，8GHzについては日本からの提案が期待されている。

なお、2001年の審議概要は以下の通りである。

（1）2001．020rlando（USA）

　　lSO18000－3（13．56MHz）

　　　Mode1：ISO15693、Mode2：Gempius、Mode3：Checkpoint、Mode4：SCS、Mode5：MageIlan

　　　についてWDを作成した。CD化は、6月中にDraftを完成し、2001年12月ま

　　　でにCD承認の予定。

　　ISO18000－4（2．45GHz）

　　　Mode1：lntermeG、Mode2：SCS、Mode3：Siemens、Mode4：TagMaster、Mode5：UPU

　　　についてWDを作成した。これらは全てFH（周波数）方式を用いたもの。CD化は、

　　　6月中にDraftを完成し、2001年12月までにCD承認の予定。

（2）2001．04　Adelaide（AustraIia）

　　ISO18000－3（13．56MHz）
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　　　　Gemplus（Mode2）がMode1（ISO15693）の基本パルスを採用する融合方法を提案。

　　　　但し、Mode5（MagelIan）は機能が大きく異なる為、融合は不可。CD案を6月末ま

　　　　でにまとめる予定。

　　I　SO18000－4　（2．45GHz）

　　　　Mode6（NEDAP）が、オーストラリアの賛同が得られたことから復活した。今後、

　　　　融合方式でCD案を6月末までにまとめる予定。

　　（3）2001．06　Marseille（FranGe）

　　　　CD化のスケジュールは各周波数のプロジェクトエディタは8月中旬までに、最終

　　　WDを作成しNational　Bodyに送付。各国の投票を得て、10月18－19日のSG3会議（ゲ

　　　肛ンロ会議／才ランダ）でCDへ移行。

　　l　SO18000－3　　　（13．56MHz）

　　　　絞込み案が芳しくなく議長の判断で本会議中にで絞込みの方向性をSG3レベルの

　　　票決で方向を決める。決まらない場合は、議長として決める。』とされた。

　　i　SO18000－4　　　（2．45GHz）

　　　　NEDAP／Siemensが電池ありでIntermecのものについで得票をえたが、過半数に達

　　　せずWG4の意向を再度確認して次期会合で結論を出す。他の提案は却下された。

2）審議スケジュール

ISO／IEC18000 WD CD FCD FDIS IS

一1，Generalparameter 2000－12 2001－9 2002－9 2002－11 2002－12

一2，　く135kHz 2000－12 2001－12 2002－12 2003－2 2003－3

一3，　13．56MHz 2000－12 2001－12 2002－12 2003－2 2003－3

一4，　2．45GHz 2000－12 2001－12一 2002－12 2003－2 2003－3

一5，　5．8GHz 2001－3 2002－3 2003－3 2003－5 2003－6

一6，　UHF 2001－3 2002－3 2003－3 2003－5 2003－6

　　WD：Working　Draft，CD：Co㎜ittee　Draft，FCD　l　Finai　CD，

　　FDiS　l　Final　Draft　of　IS，　　iS　l　International　Standard

3）2001年の今後のSG3会議

　　現在、13．56及び2450MHzはWDステージからCDステージに入り、本年末には実質上の

　技術審議の最終段階に入れる予定である。

　　・2001－10－15／16Groenlo（Nし）

　　・200H2－4／5　　SanDiego（USA）

3．4　SG4（規定類）の発足と活動概要

　　1999年9月のWG4会議において、従来SG3の中で審議してきた電波に関する電波法・

　安全規格・等の規定類については、新たにSG4を設置して審議することとなった。

　　日本に於ける関連法規制として、電波法とR　F　I　Dの運用周波数及び出力規制また人体曝

　露指針について欧米規制と日本の現状比較について活動を行っている。
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1）SG4の審議経緯
No 年月 場所 審議概要

1 2000．2 Phoenix

アメリカ

　SG4の役割として、「RFID用に使用する周波数の世界的な調和を進める

ために、各国の電波法と規格を修正しかつ、世界的な周波数戦略を開発

すること」を戦略として立案。

　13．56MHzについては、アメリカ（F㏄）・ヨーロッパ（ETSI）・日本（ARIB）

で規格が異なるが、FCCは2001年3月までにはETSIと同等になる予定。

2 2000．9 Singapore

シンガポー

ル

　UHF帯（周波数：862－928MHz、帯域：6MH　z、出力：4W　［RP、通信

距離：2m以上）は日本とデンマークが反対。ヨーロッパではTETRAプ

ロジェクトで使用している周波数のため、割当は当分不可能。

　新たに820湘z帯と433MHzの追加が承認。

　日本では828－830MHzが空いている（実験局）が、帯域が2MHzと狭い。

3 2000．12 Barcerona

スペイン

　900MHz帯については米国から強い要求が出ているが、日本とデンマー

クが強行に反対している。日本では次世代携帯電話用に周波数割当の整

理を行う予定であり、UHF帯のRFID用途の使用は認められない。また、

ヨーロッパでは現在この周波数帯はTEτRAプロジェクトで使用されてお

り、見直しは早くとも2003年。このような状況から、SC31／WG4の作業

項目からUHF帯をはずしたらという意見も出てきている。

2）今後のSG4会議予定

　・2001．10．13　　　Amsterdam（NL）

　・2001，12．08　SanDiego（USA）

4　むすび
　　現在、2．4GHz帯の移動体識別システムにおいて最も急がれている用途の一つとしてパレット

　管理、海上コンテナ、航空貨物、航空手荷物等大陸間、または国境を越えて移動する国際物流

分野があげられる。これらは国境を越えるシステムであり、今後国際標準化の必要性はますま

　す必要になっている。

　標準化の最終目標は、国際並びに国内の異なったメーカで製造されたR　F　I　D機器が相互に

一定の性能を有し、かつ互換性を持ち、もってユーザのR　F　I　Dシステムでの混在使用を可能

　にし、かつより信頼性の高い安全な機器の標準仕様を確立することである。

　　従って今後の提案への取り組みとしては、大規模アプリケーションはもとより、小さいなが

　ら数多くのR　F　I　D応用展開を計っている日本のR　F　I　D市場を背景に、　「物」を管理する

　「ltem　Management」用R　F　I　Dの要求事項を十分に把握した上で、これらを標準化の基本条

件として位置づけ、ユーザ側に立った標準仕様を提案していく方針である。また数多くのメー

　カを有する日本ならではの技術面でも大きく寄与できると考える。

　　　日本での審議は常にこれらの点に着眼し、今後の提案を展開していく必要がある。
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参考資料9

FCGにおける2．4GHz帯を使用するシステムの検討状況

　2〔）00年2月にカナダの無線機器メーカーがFCCに対し2．4GHz帯を使用するOFDM

機器の認可を求めたが、当時はスペクトラム拡散の定義に適合していないとの理由で拒

絶されていた。一方、前記IEEEによる標準化作業（TGg）が2000年3月より進められて

いたが、提案された方式（OFDM、PBCC）はいずれも現時点におけるFCC　Part15の

規定を満たさないものであったため、業界からの規制緩和が求められていた。

　これらの一連の動きを受けてFCCは、2001年5月に規制緩和に向けての改正案

FurtherNoticeofProposedRule　Makillg　an〔10rder（FCCO1・158）を発行し、意見募集

を始めた。この文書での主な改正点は以下のようなものである。

　○スペクトラム拡散以外のデジタル変調方式を認める

　ODS方式のプロセスゲイン規定を削除する

　OFH方式の適応ホッピングルールを緩和

　さらにこの文書によって、FCCはOFDMおよび類似のデジタル変調方式の運用を、

送信出力を100mWに制限することなどを条件に、改正までの間暫定的に認めることに

なっている。また、O　F　DMとF　Hとの複合方式については、DS／FH複合方式に加え、

その他のデジタル変調方式／FH複合方式として記述されている。

　（次ページから、FCC　O1－158本文）
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Federal Communications Commission FCC O1-158 

Before the 

Federal Communications Commission 
Washington, D.C. 20554 

In the Matter of ) ), 
Amendment ofPart 15 ofthe Commission's Rules ) 

Regarding Spread Spectrum Devices ) ET Dockct No, 99-23 l 
) 

Wi-LAN. Inc DA O0-23 1 7 ) 

Application for Certit"rcation of an Intentional ) 

Radiator Under Part 15 of The Commission's ) 
Rules ) 

FURTHER NOTICE OF PROPOSED RULE MAKING AND 
ORDER 

Adopted: May l0,2001 Released: May I l, 200 l 

Comment Date: [75 days after publication in the Federal Register] 

Reply Comment Date: [1 05 days afier publication in the Federal Registerl 

B¥' the Commission: 

INTRODUCTION 

l . By this action, ¥¥'e propose to amend Part 1 5 of the Commission's rules to improve 

spectrum sharing by unlicensed devices operating in the 2.4 GHZ band (2400 - 2483.5 MHz). 

provide for introduction of ne~¥' digital transmission technologies, and eliminate unnecessary 

regulations for spread spectrum systems. Specifically, this Further Notice proposes to revise the 

rules for frequency hopping spread spectrum s),'stems operating in the 2.4 GHZ band to reduce 

the amount of spectrum that must be used with certain t)J)es of operation, and to allo¥v ne¥v 

digital transmission technologies to operate pursuant to the same rules as sprcad spectrum 

systems It also proposes to eliminate the processing gain requirement for direct sequence 

spread spectrum systems, ¥¥'hich ~vill provide manufacturers ¥¥'ith increased flexibility and 

regulatory certaint)' in the design of their products_ We take these actions to facilitate the 

continued development and deployment of ne¥v ¥vireless devices for businesses and consumcrs 

2 Wc also fmd that our Office of Engineering and Technolog) (OET) acted properly 

in den)ing an application for equrpment certification filed bv Wi-LAN_ Inc. ("Wi-LAN") 

under the current spread spectrum rules for a system using ¥¥'ideband orthogonal frequency 

division multiplexing modulation (W-OFDM) I We agree ¥vith the staff~s finding that this 

technology does not qualify for operation under the current spread spcctrum rules. We ¥vill, 

holvcver, grant an interim ¥¥'aiver to allo¥¥' Wi-LAN's equipment and similar devices from other 

manufacturers to be ccrtificated at reduced polver levels during the pendency of this rule making. 

l FCC ID-K4BAPOl 
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We note that the proposals ¥ve are making in this Further Notice, if adopted, ¥vould 

accommodate devices such as Wi-LAN's 

BACKGROUND 

3. Part 15 ofthe FCC's rules provides for the operation ofunlicensed devices As a 

general condition of operation, Part 1 5 devices may not cause any harmful interference to 

authorized services and must accept any interference that may be received I In addition. all 

services and devices operating in the 915 MHZ (902 - 92S MHz), 2 4 GHz. and 5 7 GHZ (5725 -

5850 MHz) bands must accept any interference received from industrial, scicntific and medical 

equipment. Section 15 247 contains rules goveming the operation of spread spectrum devices 

in the 915 MHz, 2 4 GHz, and 5.7 GHZ bands.3 Operation under these rules is limited to 

frequency hopping and direct sequence spread spectrum systems In frcqL]ency hopping 
systems, an information signal, usually a data stream. modulates a radio frequency carrier that is 

hopped among a number of frequencies in concert lvith a receiver. In direct sequence systems, 

the information data stream is combined ¥¥'ith a high speed digital spreading code that is used to 

modulate a radio carrier. producing a radio signal that has a bandr¥'idth covering any¥¥'here from 

l to 100 megahertz Both frequency hopping and direct sequence systems are permitted to use 

output po¥vers of up to I ¥¥'att in the above bands, ho¥vever. most devices use lo¥ver po¥¥'er for 

various design reasons, such as conserving battery life_ Spread spectrum modulation reduccs the 

po¥¥'er densit),' of the transmitted signal at any frequency, thereby reducing tl]e possibility of 

causing interference to other signals occupying the same spectrum. Similarl) . at the receivcr 

end, the po¥ver density of interfering signals is minimized, making spread spectrum systems 

relativelv immune to interference from outside sourccs 

4 The original Notice ofProposed Ru/e Making ("Notice") in this proceeding. ¥¥'hich 

¥¥'as initiated in response to a request from the Home RF ¥¥'orking group, proposcd to amend the 

rules to allo¥v frequcncy hopping spread spectrum systems operating in the 2_4 GHZ band to use 

hopping channel band¥¥'idths ¥¥'ider than I MHz,4 The Notice also proposcd to adopt a ne¥¥ 

method for determining compliance ¥¥'ith the requirement that direct sequence systems exhibit a 

minimum of 10 dB processing gain. The F~irst Report and Order ("First R&O") in this 
proceeding amended the spread spectrum rules to allo¥v frequency hopping spread spectrum 

transrnitters in the 2.4 GHZ band to use bandr¥'idths bet¥veen I MHZ and 5 MHZ at a reduced 

power output of up to 1 25 mW > Frequency hopping systems ¥vith a bandr¥'idth of up to 1 
MHZ are required to use at least 75 non-ovcrlapping hopping frequencies. Use of 75 hopping 

frequencies is generally not feasible for systems having a bandrvidth in excess of I MHZ 

because the 2.4 GHZ band, ¥¥'hich covers 2400-2483.5 MHz, provides only 83.5 megahertz of 

spectrum. Accordingly. the rules ¥¥'ere amended to permit systems using a bandrvidth greater 

than I MHZ but less than or equal to 5 MHZ to use as fe¥¥' as 15 non-overlapping channels 
provided that the total span of hopping channels be at least 75 MHZ 6 Therefore. ¥vhile a 

system using 5 MHZ hopping channel bandr¥'idths is permitted to use as fe¥¥' as 1 5 hopping 

frequencies, one using 3 MHZ hopping channel baudr¥'idths must use at least 25 hopping 
frequencies to comply ¥¥'ith the rules In the F)rst R&(). the Commission statcd that it ¥¥'ould 

' 47 C.FR S 15 5 
3 47 C.FR S 15 247 
4 _¥,'otice ofProposed Rule .I faki,1g. ET Docket 99-23 l, 14 FCC Rcd 13046 (1999) 

) FTrst Report and O_ rder in ET Docket 99-23 l, 15 FCC Rcd 1624~ (200O). 

h Manullacturers t)pica]ly al oid operalion near 2483 _~~ lvlHz in ordcr to meet restriclions on out-of-band 

emissions to protecl mobile satellite sen'ice operations in the upper ad_jacent speclrum Thercfore. 

frequenc)~ hopping s)~stems that employ a bandrvidth of 5 MHZ generall)' could not use more than 1 5 

hopping frequcncies ¥vithoul repeating operalion in the same spectrum Thc rcquircmcnl to hop over a 

minimum number of channels ensurcs lhat thc transmissions are spread over a wide range of 

frcqucncics lo rcducc the risk of intcrference to olher syslcms 
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addrcss　the　processhlg　gaill　issue　in　a　fLlturc　Rcport　and　Ordcr．

　　　　　　5．　Thirteen　partics　（“Petitioners角う）filed　a　Joint　Pctition　for　（11ari負cat垂on　or。in　the

Altcmativc、Partial　Reconsideratlon（四Joint　Petitioll”）of　the乃7、gl　R＆0．8　Thc　Petitioners

rcquestthattheru］esbechr貢行edtoalbw石requencyh・PPingsystemsinthe2．4GHzbandwlth
bandwidths　of　l　MHzorlcss　tousc　as　fewas　l5hopping　ch＆11nels．The　petitioncrs　statethat

such　operatiolls　should　be　subjectto　an　output　power　limit　of　l25mW＆nd　should　be　requiredto

use＆daptivchoPPingtechniqucstoavo重doperatingonoccuplcdfrequencies、

　　　　　　6．Wc　obscrvc　that　there　have　been　several　other　recent　developments　relevant　to　the

spread　spectmm　mles．　One　such　development　is　the　Wi－LAN　application　for　certlfication　ofa

W－OFDM　system　under　the　spread　spectrum　mles　as　discusscd備urther　below．Another　is　a

rccent　announcement　by　Texas　Instnlments　that　it　plans　to　introduce　a　new　high　data　ratc，

digital　transmission　system　caHed　packet　binary　convolutional　coding（”PBCC”）fbr　operation

in　the2．4GHz　band　under　the　spread　spectmm　mles．While　Texas　lnstmments　claims　that

this　tcchnology　will　meet　the　current　mles，at　this　juncture　compliance　has　not　bcen

demonstrated．We　are　also　aware　that　the　IEEE　Working　Group　802．旧s　in　the　process　of

developingstandardsfbrane・vgenerationofwirelessnetworkscapableofoperatingatdata
speeds　ofat　least20MB／s．9There　has　been　much　debate、vithinthis　standardsgroup　centered

on　whether　certain　technologies　meet　the　FCC’s　spread　spectmm　mles．

DISCUSS且ON

　　　　　　7．The　Commlssionラs　spread　spectmm　mles　have　been　a　tremendous　success．　A

wlde　variet、・of　devices　have　been　lntroduced　under　these　mles　for　buslness　and　consumer　use

lncluding　cordless　telephones　and　computer　local　area　networks．Moreover，the　past飴w　years

have　witnessed　the　devclopment　of　industry　standards，such　as　IEEE802．11b．Bluetooth，and

Home　RF．that　promise　to　greatly　expand　thc　number　and　varicty　of　devlces　that　will　operate　in

thc2．4GHz　band．Wc　anticlpate　the　introduction　of、vireless　headsets　and　computer
connectlons　fbr　cellular　and　PCS　phones，、vireless　computer　peripherals　such　as　printers　and

keyboards，and　a　host　ofnew　wlreless　Intemet　appliances　that　wiH　use　this　band　as　well　as　the

other　b＆nds　that　provide　for　unlicensed　operation．

　　　　　　8，Since　the　timc　the　spread　spectmm　mles　were　first　introduccd　some　l5years　ago，

the　Commission　has　amended　the　mles　several　times　to　accommodate　technology　developments

and　promote　ne、v　and　innovative　use　ofthe　gl5MHz，2．4GHz，and5．7GHz　bands．lo　Over

the　years，the　data　rates　achievable　by　spread　spectrum　devices　have　increased£rom　a　fヒw

kllobits　per　second　to20megabits　per　second．and　more．　These　high　data　rates、、・ere　not

envislonedwhentheruleswere丘rstdraRed．In魚ct，theoriginalmleswerecraRedina
manner　to　highlight　the　interference　lmmしmity　characteristics　ofspread　spectmm　devices，even

at　the　expcnse　of　higher　speeds．　It　appe＆rs　that　our　current　mles　may　unnecessarlly　restrict

system　designs　that　could　otherwise　achieve　data　rates　ofmore　than20megabits　per　second．

　Eかsl　R甲o〃‘7n40πZθ〆重n　ET　Docket99－231，5ψm　aI　footnote　l．
8
．
ノ
o
i
n
’
P 6∫i’ion　Eo〆（71α7φ6α’ion（ノ～，in∫he、4〃ε〆nθ1ivε，Pα〆’iα1R800ns’48mlioη，submiUed　on　October

25，2000，b｝－3Comm，Apple　Computer、Cisco　Sys1ems，Dell　Computer，IBM，In重el　Corpora重ion，Intersil，

Lucen重Tec㎞ologies．Microso丘，Nokia　Inc，，Silicon　Wa、・e，Toshlba　America　Informaholl　Sys重ems，and

Texas　Ins1㎜ems．
gne毘EE（豆nstitu重c・fElectric曲dElcctr・nicsEnginccrs）isan・n－pr・行Uec㎞icalpr・fessi・ml

・rganization・Amongothemctiv拍es，theorganizati・ndevelops・peratings伽面dsfor
communication　eqllipment．The　IEEE802．l　l　Worklng　Group，1n　particlllar，de、dops　standards　for

wirelesslocalareanet・vorkingdevices．
loF偬R8μ）7∫‘～n‘10〆‘Z（・r，GEVD・6鱈8ノー413，IFCC2nd419（1985）．58皿2nd251（1985）．
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　　　　　　9，The　Commissioll　i11組＆tcd　tllis　proceedlng　to　providc　forthc　contillucd　developmcnt

of　spread　spcctrum　tcchnology　In　light　of　the　Joint　Petition　and　othcr　recent　technology

dcvelopmcnts，wc　are　inibatlng　this　Furthcr　Notice　to　rel＆x　or　elimillatc　rules　that　impede

efncicntus¢・fthespcctmmandintr・ducti・n・fne…tcchn・1・gics．Speci負cally．wcpr・p・se
to　further　rclax　the　frcquency　hopphlg　sprcad　spectmm　mles　as　rcquested　ln　tlle　Johlt　Petition．

Wc　also　proposc　to　amelld　the　mles　to　accommodate　ne、v　digital　transmisslon　systems　that　havc

spcctmm　ch批racteristlcs　similar　to　spread　spectmm　systems．　In　addition．we　propose　to

eliminate　the　processlng　gain　rcquirement　for　direct　sequence　spread　spectmm　systems．

Fimlly．in　co切unction、vith　our　analysis　ofthese　proposa】s、we　address　Wl－LANうs　Application

fbr　Review　of　OET『s　denial　ofits　application　for　equipment　certification．

　　　　　　　10，Frequency　Hopping　Spread　Spectrum　Systems．　Petitloncrs　argue　tllat

frequency　hoppillg　spread　spectmm　systems　in　the2．4GHz　band　that　have＆b貧nd、vidth　of　l

MHz　or　Iess　should　be　permltted　to　use　as　few　as　l5hops　as　was　pemlitted　for　systems　having　a

bandwldth　greater　than　l　MHz．They　also　argue　that　the　requirement　that　the　total　span　of

hopplng　channels　shall　be75MHz　should　not　be　apphed　to　systems　using　bandwidths　of　l　MHz

or　less．　They　statc　that　the　current　requlrements　exacerbate　lnterference　because　they

effectively　compel　multiple　systems　to　operate　to　a　large　extent　ln　the　same　spectrum．Further，

they　submit　that　the　requirements　effectively　negate　thc　oppo血nlty　fbr　frequency　hopping

systems　to　use　adaptive　hopping　techniques　as　allowed　in　Section　l5．247（h）because　there　ls

only83．5MHz　of　spectmm　available　ln　the2．4GHz　band．Accordingly，petltloners　request

that　the　Commission　clarify　the　mles　adopted　in　the∫珈sl　R＆O　to　specify　a　minimum　of　l5

hopping　channels　fbr　an》・system　that　uses　adaptive　hopping　techniques　as　allo、、・ed　under

Sectlon　l5．247（h）and　limits　its　output　power　to　l25mW，regardless　of　hopping　channel

bandwidth．　Simihr　to　thc　mles　adopted　in　the　E傭1R＆0，the　request　would　require　systems

wlth5MHz　hopping　channel　band、、・idths　to　usc　at　least75MHz　of　spcctmm．However，
s》・stems　with　smaHer　bandwldths　will　be　able　to　use　less　spectrum．

　　　　　　　l　l．Pet註重oners　refer　to　the　results　of　studies　which　they　assert　show　that魚c重htating　use

of　adaptive　hopplng　techniques　in　the2．4GHz　band　would　help　to　amellorate　interference　by

allowing£requency　hopping　systems　to　avold　transmitting　on行equencies　used　by　direct
sequence　systems　that　may　be　operating　at　the　same　location　omearby．ll　Petitioners　statc　that

interference　avoidance　ls　beneflcial　to　both行equency　hopping　and　direct　sequence　systems．

They　note　that　the　Commission　has　previously　determlned　th＆t　adaptive　hopplng　techniqucs　can

bc　used　to　mitigate　intcrfcrencc．For　cxample、ln　thc　gl5MHz　band（902－928MHz）．the

mles　permit　frequency　hopping　spread　spectmm　systems　to　employ　a　mlnlmum　number　of

hopping　channels　with　bandwidths　mrrow　enough．in　comparison　to　the　available　bandwldth，to

all・wthesystemst・adapttheirh・psetst・av・id・therusers．12

　　　　　　　12．We　agree　with　comments五led　by　Prox㎞Inc．（電じProxim）and　Mobilian　Corporation

that　the　relief　requested　by　the　Petitioners　c＆nnot　be　afR）rded　on　the　basis　of　a　clarification　or

reconsldcrat童on．　Although　the　rcqucst、、as　proposed孟n　an　exρo〃θfihng　shortb『bcfore　th¢

171牌R＆O　was　adopted．we　do　not　believe　there　has　been＆n＆dequate　notice　and　comment　on

this　proposal．We　note　that　thcre　are　a　vcD・Iargc　llumber　ofusers　ofthe2．4GHz　spcctmm，

includlng　Amateur　radlo　operators　and　fixed　and　mobile　opcrations．that　could　be　e冊ccted　b》・

this　rule　change　and　may　not　bc　awarc　it　is　being　considered　because　it、、as　not　proposed　ln　the

11」・inlPetiti・na13．C・pies・flhcsestud垂es・・一eren・tsubmiUed…ith山eJ・intPe匙i重i・1・．IfPctlti・11ers

、vlshfonhcCommissiontoconsidenheses電udiesinthecontextof11並sproceedillg，1heyshouldsubmit
copics　for　hldusioll　hUhc　docke10f　lhis　proceedillg．

12S（・‘47C．F、R．§15．247（a）（1）（i）．　Frequency　hopping　s｝『stems重n　the902－928MHz　band　that　use

hoppingchamelsatlcasl25〔）kHz、、jdearepemliUedtollseasfewas25chamels．A　s》stem
opera重illg　ill　this　fasl豆on　would　be　able　to　llse　as　hme　as6．25MHz　of重he　available26MHz，allo、villg　it

to　a、oid　occupicd　porholls　of重he　spcctrum．
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Noli6e．13We　do，however，believe　that　the　petitioners　request　has　merit　and　therefore　wilI

c・nsideritpursuanttothisFu曲erNotice，

　　　　　　B．Accordingly，we　propose　to　amend　Section　l5247by　incorporating　the　changes

proposed　ln　the　Joint　Petition．　The　proposed　mle　modification　is　shown　in　Appendix　B，

Secti。nl5．247（a）（1）（iii）．Speci行cally，wepr・P・set・all・wuse・fas皿ewasl5h・ps・as

pr・videdby・urcurrentmles，irrespectlve・fthebandwldthutihzed，pr・vldedthatthe・utput
po、ver　does　not　exceed　l25mW　and　the　device　uses　adaptive　hopping　techniques，as　proposcd

in　the　Joint　Petltion．　Interested　p＆rtles　are　invlted　to　comment　on　thc　acceptabiht｝・of　this

proposal．　Commenters　are　encouragcd　to　include　technical　anal》・ses　that　support　claims　that

this　change　will　elther　lmprove　or　degrade　sharing　of　thls　spectmm，Wc　particularly　invite

comment　as　to　whether　usc　of　adaptive　hopping　techniques　should　be　mandatory　and　how　we

should　determine　compliance　with　this　requiremellt　when　evaluatlng　specific　devices　fbr

purposes　of　equipmcnt　certification．　Commenters　are　also　encouraged　to　examine　altemative

operating　parameters　or　conditions　that　may　achieve　the　same　goals，　For　example，the

operating　conditions　in　the　Joint　Petition　would　allow　a　system　uslng　l　MHz　b＆ndwidth

hopping　channels　to　use　as　httle　as　l8％of　the　avallable　spectmm　at24GHz　to　implement

adaptive　hopping　techniques．　Could　the　Commission　realize　the　goals　of　the　petitioners　by

requiring　that　adaptive　hopping　systems　use　a　minimum　of25％or50％of　the　band　with　a

power　reductlon　in　relationship　to　amount　ofspectmm　used？　Could　even　fセ、ver　hops　be　used

efflciently　and　ef蹟ectively　wlth　a　coπesponding　reduction　in　power？　Those　commentcrs　who

do　not　agree　that　the　rule　changes、vould　be　beneficlai　to　operation　in　the2．4GHz　b＆nd　should

provideanexplanation，

　　　　　　14．We　are　not　proposing　to　reduce　the　minlmum皿mber　ofhopping　channels　required

for行equency　hopping　spread　spectmm　systems　in　the　gl5MHz　or5．7GHz　bands．We　note

that　the　Commission　h＆s　previously　reduced　the　required　minimum　number　ofhopping　ch＆nnels

in　the　gl5MHz　b＆nd　from50to25．】』1The　Commission　indicated　that　the　modi行ed　mles

would毎cilitate　improved　sharing　ofthe　band．15With　regard　tothe5．7GHz　band」25MHz　of

spectmm　is　available　to＆ccommodate　the　required75hopping　chamels，　Therefore，there　are

gencrally　a　su伍cient　number　of　fヤequencies　available　to＆void　interfering　with　other　users．

We　invite　comment　on　the　on、vhether　it　is　appropriate　to　consider　modi行cations　to　the

minimum　number　ofhopping　chamels　fbr　thesc　bands．

　　　　　　15．Digital　Transmission　Systems．　We　observe　that　new　dlgitaHransmission

technologies　have　been　developed　that　have　spectnlm　characteristics　similar　to　spread　spectmm

systems．　1ndeed．proponents　of　some　of　these　technologies　allege　that　thcir　systems　meet　the

processing　gain　requirement　of　Section　l5．247（e）for　direct　sequence　sprcad　spectmm

B　S8dheTable　ofFrequellcy　Allocations，47C．F．R§2．106．The2400－2402MHzband　is　allocated

重o血e　Amatcur　sen・重ce　on　a　secolld鱒“basisl重he24（）2－2417NH｛z　band　is　allocated重o　the　Amateur

service　on　a　primary　basisl　the2417－2450MHz　band　is　alloca1cd　on　a　seconda5『basis　Io　tlle　Amate皿

se（一iceandonasccollda5『baslslo血efedeτalgo、▼er㎜elltfortheRadiolocationseハ・icclalld，the

2450－2483．5MHz　band　isallocated重o　dle　Flxcd　and　Mobile　services　on　a　primarybasis　andto　the

Radioloca重ion　sen・ice　on　a　seconda∫y　basis．　Pan15devices　may　not　cause　any　ha㎜fhl　interference　to

these　ser、・ices　and　must　accept　any　interference　that　may　bc　rcce重ved．　S8e47CFR§155、　In

addition，all　serYices　and　devices　operatillg　ill　the24（｝0－2483．5㎜z　balld　mus重accep吐any　interferencc

rcceived　from　indushね1，scientific　and　medical　equlpment．

14S8εR叩oκαn407‘を〆in　ET　Docket96－8，12FCC　Rcd7488（1997）．

151‘1a1P瓢a伊aph27．
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systems．16The　W－LAN　devlce　is　one　example．Other　examples　lnclude　the　technology

advanced　by　Texas　Instmments　and　technologies　considered　by　standards　organizations　such　as

IEEE802．lL　However，the　current　rules　only　provide　for　specific　t｝pes　of　spread　spectmm

technology　and　do　not　provide　latitude　to　permit　other　t｝pes　of　technologics　that　have　similar

spectmm　characteristics．「　This　situation　not　only　has　the　potential　to　block　the　introduction　of

new　and　perhaps　bencficial　technolo9重es，　but　a亜so　can　create　con負聖sioll　as　to　whether　a

particular　device　may　meet　the　rules　and　thereb｝・can　discourage　investment　and　potentlally　lcad

to　inequities　ln　competition　among　equipment　manufacturers」n　comments　rcsponding　to

Wi－LANls　Applicatlon　for　Review，Intersil　Corporation（1甲lntersil『『）contends　that　the

Commission　should　dra負＆n＆ltem＆tc　set　of　mles　to　authorize　digitally　modubted　equipmcnt

・peratinglnthe2．4GHzband．】81ntersilstatesthatthcmlcsc・uldspeciも・asuitablcp・wer

lcvciandpowerspectraldensitythat・vouldensurethatthedevlcesnotcausehaml揃1
童nterferencc　to　other　users　in　the　band．

　　　　　　16．We　agree　that　the　mles　should　be　modi五ed　to　permlt　the　operation　ofaitematlve

digital　tec㎞ologies　that　have　spectrum　characteristics　similarto　spread　spectmm　systems．We

do　not　beheve　that　it　ls　necessary　to　adopt　a　separate　mle　section　fbr　dlgitall》・modulated　radios

as　Intersil　suggests，　Instead，it　appears　that　altemative　digital　technoiogies　can　bc

accommodated　with　appropriate　modifications　to　the　existing　spread　spectmm　mles　in　Section

l5．247．　Specifically，we　propose　to　amcnd　Section　l5247to　provide　for　use　of　spread

spectmm　or　digltahechnologies．This　proposed　change　would　apply　for　operatlons　ln　the

current　spread　spectrum　bands　at915MHz，2．4GHz　and5．7GHz，Digital　technologics　would

be　required　to　meet　the　same　technical　requirements　as　spread　spectmm　systems，as　modified　in

this　proceeding．We　beheve　that　this　proposal　wm　allow　more　and　more　diverse　products　to

utilize　those　bands　and　thereby　increase　consumcr　choice．　It　would　provide　the　Hexiblhty　and

certainty　needed　to　promote　the　introduction　of　ncw，non－illtcrfering　products　into　the　band．

wlthout　the　need　for　fヤequent　mle　changes　to　address　each　specific　new　technology　that　may　be

developed．

　　　　　　　17．The　mles　for　Part　l5spread　spectmm　systcms　limit　maximum　peak　output　power　to

l　watt．　In　addltlon，the　mles　fbr　direct　sequence　systems　llmlt　peak　power　spectral　density

conducted　to　the　antema　to8dBm　in　any3kHz　band　durlng　an｝・time　interval　ofcontinuous

operation．　This　peak　power　density　hmlt　is　intended　to　control　interference　by　ensuring　that

the　transmitted　energy　ln　a　direct　sequence　system　is　not　concentrated　in　an》・one　portion　ofthe

emisslon　bandwidth．　In　considering　the　appropriate　power　limits　fbr　digital　modlllation

systems，it　appears　that　the　spectrum　characterlstlcs　of　these　systems　are　very　similar　to　the

characteristics　of　direct　sequence　spread　spectmm　systems．Accordingly，it　appears　that　digltaI

systems　may　exhiblt　no　more　potential　to　cause　inter石erence　to　other　devices　than　direct

sequence　systems．With　this　in　mind，、ve　invite　comment　on、、・hcther　digitally　modulated

systems　should　bc　allowed　to　operate　at　the　samc　power　levels　as　dircct　sequence　spread

spectmm　systems，namcly　l　watt　maximum　output　po、ver、vith　po、ver　spectral　denslt》「not

exceeding8dBm　in　any3kHz　band．　However，wc　also　invite　commcnt　as　to　whether　the

flcxibility　we　are　allowing　for　digitally　modulatcd　systems　warrants　a　reduction　in　permitted

power　levcls　to　reduce　the　Iikehhood　ofany　adverse　impact　on　other　systems　opemtlng　in　thls

spectmm，similar　to　the　reduced　po、、・er　levcls　adopted　for、、・ide－band　fヤcquency　hopping

1647C．F．R．§15．247（c）．

「See47C．F．R．§15．247（a）．

18R叩ヶConln2enlsgプ／n18細κToψo〆α1ioη．lnDA　OO－2317．No、℃mber302000．
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systems．】9　1fwe　find　lt　nccessar｝・to　rcducc　thc　allowed　powcr　fbr　digitall｝・modulated　systcms、

should、vemakeanychangcsinthcpowerlevelad彊ustments飴rpoint－to－pointoperationin
Section15．247（b）（3）？20

　　　　　　　18．Theproposalsmadehcrcin・・℃uldmorecbselyaligntheSccti・nl5．247rul¢swlth

the　U－NII　rules．　We　scck　commcnt　on、、一hether　the　same　result　would　be　achieved　by

amending　the　U－NH　mles　to　illclude　thc　gl5MHz　alld2．4GHz　ballds．The　upper　Iimit　ofthe

5．725－5．825GHz　U－NH　band　would　also　nccd　to　be　expanded　to5．850GHz　in　ordcr　to　reahgn

the　standards　with　thosc　prcscntly　permitted　under　Scctloll　l5247．Wc　speci五cally　invite

comment　on　ally　detnmelltahmpact　this　could　have　on　manuf誌cturers．

　　　　　　　19．Direct　Sequence　Processing　Gain。　The　mles　currently　reqしIlre　dircct　sequencc

systems　to　have　a　processing　gain　of　at　least　lO　dB．21　Processing　gain　may　be　determincd

using　the甲℃W（colltinuous　wave）jamming　marg重n　test”by　stepplng　a　sigml　gencrator　in50

kHz　incrcmcllts　across　the　system　passband．　The　jamming　level　required　to　produce　the

rccommendcd　Bit　Error　Ratc（BER）and　the　system　output　powcr　are　recorded　at　each　point

The’jammer　to　sigmr『ratio　is　then　calculated丘om　these　measurements．　Processlng　gain　is

calculatcd　as：Gp＝（S／N）。＋M」＋L，y、，where　Gp＝processing　gain　of　the　system．（SIN）。＝

signal　to　nolse　ratio　reqしlired　for　the　chosen　BER，M」＝jammer　to　signal　ratlα＆nd　Lsvs＝system

losses（110t　more　than2dB．）

　　　　　　20．In　thcノ〉碑08，thc　Commlssion　observed　that　the　CWjamming　margin　test　mα》P　not

measure　the　tnle　processing　gain　fbr　certain　t》pes　ofdirect　sequencc　spread　spectmm　systems

where　a　portlon　ofthc重nformation　slgnal　is　embcddcd　in　thc　spreading　code．　The　Commlssion

proposed　to　instead　requirc　use　ofa　Gaussian　noise　signahn　thejamming　margin　test．　It　stated

that　a　Gaussian　lnterfじrer　ls　likely　to　give　a　more　accurate　measure　ofprocessing　galn　because　lt

is　more　close1、・relatcd　to　thc　nolsc　a　s、・stcm　would　cncounter　in　a　rcal一、vorld　environment．』ん

　　　　　　　21．hl　rcsponsc　to　the　No～io8．commenters　identjfied　a　number　of　qllcstions　that、、Tould

nced　to　bc　answered　before　the　Commission　could　aHow　thc　use　of　a　Gaussian　inter£erer　ln　the

jamming　margln　test　set－up．　Particularly．commenters　questloned　ho、、7the　Gaussian　noise

intcrfcrcr　shou　ld　be　generated，　what　bandwidth　should　be　used，　and　ho、、r　w垂ll　the　test　be

performed．23S㎞ibrly．in　its　comments　in　the　matter　ofWi－LAN『s　Application　fbr　Review，

Intcrsil　contends　that　the　d重versity　of　opinion　、vithin　the　industry　as　to　the　dennition　of

processlng　galn　m＆kes　it　dlfficult　to　devclop　a　test　to　measure　the　parameter．　Intersil　also

states　that，、、hile　the　Gaussian　noise　test　may　be　easier　to　implcment，it　may　not　give　a　tme

indication　of　whether　the　system　actually　has　lO　dB　of　processing　gain．24Home　Wireless

Networks　suggests　that　the　processing　gain　requirement　is　no　longer　necessary　and　that　the

1gS8幽削服Oatp｛・ra伊aphl5．

208e847C．F．R．§15．247（b）（3）．

21Sce47C．F．R§15．247（e）．

右』S88－N7・1i68a重Pε1ragraphs13－14．

23See，generally，LllcentTcclm・1・gies，lnc．c・mmentslAir・ne重WirelessC。mmunicab。ns，lnc．

commemsl　Proxim、Inc．andMicrilor，111c．reply　comments．

24、98θRe∫珈（、oη〃刀8n’5（～μ〃1e〆511（70ψo〆α1ion　in　DA　OO－2317．November30．2000，at5．
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Commission　should　ollly　addrじss　the　emissions　charactcristics　ofsuch　deviccs．

　　　　　　22・Thepr・ccssinggainrequiremcntwasad・ptedm・rcthantenycarsag・asame＆ns
to　ensurc　that　malm£acturers　would　not　take　advalltage　of　thc　higher　powcr　Ievels　afforded

sprcadspcctrumdevlcesbydesigningsystemswith・・idcband・・Tidthswheremuch・fthccnergy
trallsmitted　is　llot　needed　for　communication．　As　thc　spread　spectnml　illdustry　has　maturcd　it

is　llot　dear　that　this　requircmcnt　colltinucs　to　be　llecessary．Manufacturers　have　all　lncelltive

to　design　their　systcms　to　hlclude　proccsslng　gain　in　ordcr　for　their　devices　to　operate　properly

whclll・catedncar・therradl・frcqucnc》「devices．Inaddition．ithasbec・mclncrcasingly
diff、cult　to　dctcrmille　the　tmc　processing　gain　of　ccrtaln　direct　sequence　sprcad　spcctmm

systcms，　The　commcnts　filed　in　responsc　to　the　Notice　sllggest　thcrc　is　no　agreement　on　a

reliable　method　of　measurillg　processillg　gain．We　observe　that　uncertalnties　about　the

proccssinggalnrequircnlentcanbeasign甫cantimpedimellttotheintroductionofne、v
tcchnologies．　In　light　ofthcse　factors，we　are　now　proposing　to　eliminate　the　processlllg　gain

rcquirement　for　dircct　sequence　spread　spectmm　systcms．We　invite　comment　on　this

proposal．

　　　　　　23．Wi－LAN　Application　for　Review．On　FebmaD・17．2000、Wi－LAN行led　an
application　for　equlpmcnt　certificatlon　fbr　its　Wldeband　Orthogoml　Frequency　Division

Multiplexing（W－OFDM）transmitter　undcr　the　rules　for　direct　sequence　spread　spectrum

systcms．　The　Commission，s　Office　of　Engineering　and　Tec㎞ology（℃ET”）denied　that

application　on　the　basls　that　Wi－LAN隔s　W－OFDM　device　did　not　meet　the　dc行nition　ofa　direct

sequence　spread　spectmm　s｝・stem　as　sct　fbrth　in　Sechon2．l　of　the　mlcs．25　Scction2．l　of　our

mles　defines＆spread　spectrum　system　as．『『IAln　infonnabon　bearing　communicatlons　systcm　in

which．．．thc　bandwidth　ls　deliberately　widcned　by　mcans　of　a　spreading備unchon　over　that

which　would　bc　nccdcd　to　transmit　thc　illformation　alonc』’26　As　stated　above．Section2．l

provldes　for　only　two　specific　types　ofspread　spectmm　systems：direct　sequence　and　frcqucncy

hopplng．　Section2．l　defines　a　direct　sequence　systems　as，ら㌧IAl　spread　spectmm　system　ln

which　thc　carricr　has　bcen　modulatcd　b》・a　high　spccd　sprcading　code　and　an　lnformation　data

stream．　The　high　speed　code　sequence　dominates　the」らmodulating　fhnctioバand　is　the　direct

cause　ofthe　wide　spreading　ofthe　transmiUed　signal』’OET　fbund　that　the　Wi－LAN　dcvice

docs　not　mcct　this　dcflnitlon　becausc　it．among　other　thhlgs，does　not　use＆high　speed

spreading　code　to　modulate　a　single　radiofrequency（RF）carrier　and．fUrthcr、the　spreadlng

釦nctionthatisused　does　not　dominatethemodulatlon　hmction．Ittherelbre　deハiedWi－LAN’s
application　for　certi行cation　on　the　basis　th＆t　the　W－OFDM　dcvice　could　not　be　authorized　as＆

direct　sequence　spread　spectmm　system　Subsequently．OET　denied　Wi－LANls　Petltion　for
Rcconsidcr＆tion　ofthat　dcclsion　fbr　the　same　reasons．2一

24．Wi－LAN　has行led　an　Apphcation　for　Revlew　ofthe　staffactlon．281n　this行ling、

2588e　leUerfrom　Joe　Dichoso電o　Wi－LAN，Inc．rcgardlngapphca｛ioll　for　FCC　D：K4BAPO1、Ma、『】2、

2000．　5εeα1so．47C．F．R．§2．星．

2647C．F．R．§2．1（c）．

んLetter　from　Dale　N．Hatneld，Chiefofthe　Ofnce　ofEngineering　and　Tec㎞olo勝『，to　Mitchell

Lazams，August　l8．200｛）．

28、4卯liω1ioηゆ7R8vie、f、September20，2000．　The　Commission　gave　public　nohce　ofreceip重ofthe

」乃ρ1’cα〃o〃ノわrRcv1（～、f．　See　DA　OO－2317，0ctobcr　l7、2〔）00．
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Wl－LAN　argues　that　lts　device　meets　a11the　technical　requirements　exphcitly　stated　in　the　mles

for　direct　sequencc　spread　spectmm　syste111s　and　should　be　gralltcd　certi∬cation．Wi－LAN

st＆tes　that　its　W－OFDM　system　accomphshes　the　spreadlng£ullction　required　by　the　sprcad

spectmmde価ti・nthr・ughtheadditl・n・ff・rwarderr・rc・rrccti・nc・desandtheuse・fan
hlverse　Fast　Fourier　Tmnsfbrm（IFFT）sequence．　It　contends　that　this　transfbm　fhnctlon　is

closely　analogous　to　the　high　speed　sprcading　code　used　ill　other　dircct　seqllcnce　systems，

Wi－LAN　argues　thatthistrans飴ml　fUnction、vldens　tlle　occupied　balld、、・idth行om6，875MHzto

25MHz．or　a　factor　of3．6．ovcr　that　necdcd　for　the　digit＆hnformatlon　alone．＆nd　that　this

mccts　the　spreading　requirement　in　the　mles．　It　does　not　provide　data　on　the　processing　gain

of　its　svstem．　、Vi－LAN釦rther　contends　that　OET『s＆ssertioll　that　it　has　tumed　down　similar

requestも食・m・thersisn・tsupP・且edbyanyspcci五cre艶rences，andinanyevcntmayn・tbc
used　for　delllal　ofcertification　for　a　device　that　mccts　the　lettcr　and　illtcnt　ofthe　rules．　In　an

OPP・sit重・nt・theApPlicati・n憾・rReview．Pr・xlmd・esn・traisesubstantive・紅lecti・nst・thc

propricty　of　the　tec㎞ology　proposed．but　argucs　that　Wi－LAN「s　technology　is　not　permitted

undcr　the　current　mles＆nd　must　be　addressed　through　mie　making．　h　commcnts　and　replies，

Cisco　Systems、111c．．Mctrlcom．Inc．，and　llltersll　supportWi－LANりs　apphcatioll，

　　　　　　25．Initially．we行nd　that　OET　acted　properly　in　denylng　Wi－LAN角s　application　for

certincation．In　this　regard．we　agree　with　OET　th＆t　Wi－LAN’s　W－OFDM　dcvice　does　not

meet　the　definition　ofa　direct　sequence　spread　spcctmm　systcm　as　set　forth　in　Section2，l　ofthe

mlcs．　As　OET　observes，this　device　docs　not　use　a　high　speed　data　code　to　accomplish　wlde

spreading　of　thc　transmitted　signaL　Rather．it　adds　forward　error　correction　d＆ta　to、vlden　the

bandwldth，and　it　does　so　by　only　a　relatively　modest　amount、i．8．」25MHz　or　a　factor　of　L8．

over　that　nccessary　to　transmit　the　infbrmation　alollc．The　addltlonal　spre＆dlng　to25MHz　is　a

product　ofthe　modubtion　process　that　does　not　add　to　the　systcmへs　processillg　gaill．　This　does

n・tc・mp・πwlththcrequirementsthatthchighspeedc・desequenced・minatethem・dulating
負mction　or　that　it　is　the　direct　cause　ofthc　wide　spreading　ofthe　transmittcd　signaL　Wi－LANs

argument　that　thc　Commission　has　previotlsly　accepted　transforms　as　spreading釦nctions　when

it　ccrti行cd　the　Fast　Walsh　transfbrm　used重n　H　Mbps　ComplementaU　Codc　Keying（CCK）

systems　is　incorrect．　The＆pproval　of　that　system　w＆s　based　on　thc　fact　that，while　it　did

lncorporatc　a　transform，it　also　used＆high　specd　spreading　code　and　therefore　could　be

characterlzed　as　a　direct　sequencc　spread　spectnlm　systems．We　reiterate　that，as　indicated

above．operation　under　the　Part　l5spectmm　mles　is　limited　to　ffequency　hopping　and　direct

sequence　systems．The　W－LAN　system　is　neither　of　thesc　t｝pes　but　rather　is　a　digital

modulation　systcm、as　discussed　above，that　resembles　a　spread　spectmm　system　only　in　its

spectmm　characteristics．

　　　　　　26．Notwithstandlng　our行nding　that　Wi－LAN’s　W－OFDM　systcm　is　not　a　spread

spectmm　system　as　defined　in　our　mlcs．we　find　that　it　wlll　servc　the　pubhc　interest　to　allow

grant　of　equipment　certification　no、、7for　this　system　and　slmilar　systems　that　opcrate　in　the

2．4－2．483GHz　band　lfthey　meet　the　existlng　mles　fbr　direct　sequence　spread　spectrum　systems

in　Sectlons　l5．247（a）．（b）．（c），＆nd（d），conditioncd　on　thelr　compliance　wlth　ally行nal　mles　that

may　bc　adoptcd　in　this　proceedlng．29　Accordingly、thc　Commission　wm　walve．on　an　interim

basis．the　restriction　of　Sectlon　l5．247（a）that　limits　operation　pursuant　to　th6rcmaining

portions　ofScction15．247to倉equency　hopping　and　direct　scqucncc　sprcad　spectmm　systems．30

Wc行lld　that　there　is　good　c＆use　to　waive　the　cited　mle　durlng　the　pelldenc》・ofthis　proceeding

2988847C．F．R．§§15．257（a），（b），（c）．amd（d）．

3D47C．F．R．§L3grams　the　Commissめn　authority　lo、vai、・e　an》・pro、・ision　ofits　mles　pro、・ided　good

callse　is　demons重ra重cd．　8eeθ13〔）JJ二4／TR‘1‘1io　v．FC℃，418F．2d　l　l53，l　l57（D．C．Cir．1969）．
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because　such　devices　have　generally　the　same　emission　mask　as　currently　authorizcd　deviccs

and　thus　will　not　undcrmine　the　existing　mles．　Digital　modulation　systems　closely　resemble

spread　spectmm　systcms　in　terms　oftheir　spectmm　occupancy　characterlstics、and　therefore　are

not　likely　to　posc　any　increased　rlsk　of　interferencc　over　that　poscd　by　spread　spectrtlm　systems．

We　beheve　th飢compliance　with　thc　mles　hstcd　above．which　address　spectmm　occup＆ncy，

power，out－of－band　emissions、and　antennas、will　ensure　that　digital　modlllatlon　systcms

operating　in　the2．4GHz　band、、－ill　operate　wlth　the　same　spectmm　occupancy　characteristics　as

spread　spectrum　systems．Wc　also　obscrve　that　such　systems　appear　to　offer　capablhties　ln

terms　ofbroadband　data　transmission　capacity　that　are　likely　to　makc　thcm　more　desirable　than

traditional　spread　spectmm　systems　for　many　users．　Allowing　authorization　of　digital

modulation　systems　now　will　avoid　the　delays　otherwise　imposed　b｝・our　mlemaking　proccss

and　thereby　substanti＆lly　specd　the　process　fbr　implemelltation　of　these　new　system　dcsigns．

In　this　regard、our　decision　to、vaive　the　restrictions　which　prevent　authorization　ofsuch　systems

renectsourvlewthatitisαPPropriateanddesirabletotakestepswhereverpossibleto魚cilitate
the　tlmely　and　efficicnt　introduction　of　new　tec㎞010gics　and　equlpment　and　partlcularl｝・those

that、vlll　support　the　development　and　deployment　of　broadband　infrastructurc　without　thrcat　to

incumbent　operatiolls　and　devices．　For　the　reasons　indicated　abovc，we　belicvc　that

authorization　ofWi－LAN冒s　devicc　and　other　digital　modulatlon　systenls　priorto　our　adoptloll　of

nnal　mles　will　not　result　ha㎜to　other　radio　operations．　Consistent　with　Wi－LAN『s

apPlicatl・nf・rcquipn・entce輔cati・n，wewillrequirethatanydevicesgr＆ntedpri・rt・thc
adoption　of　new　mles　pursllant　to　the　provisions　of　thls　p＆ragraph　compb・with　a　maximum

peak　output　powcr　limlt　of　lOO　mW　hl　addition，any　dcvlces　so　conditlonally　authorlzed　will

have　to　comply　wlth　whatever　mles、ve　ultimately　adopt　fbr　digital　modulation　systems　in　thc

2．4MHz　band．Accordingly，we　are　lnstmcting　OET　to　re－examine　thc　Wi－LAN　application

for　certi行catlon　of　its　W－OFDM　system　for　its　comphance　with　the　abo、・e　listcd　portlons　of

Sectlon　l5．2470f　the　mles　and　the　power　limlts　indicatcd　above．　OET　shall　also　accept

apPlicati・nsf・requiplnentce価cati・nunderSecti・nl5247f・r・therdeviccsusingdigital
modulation　techniques　if　the　equlpmcnt　complies　with　the　provisions　statcd　above，　Such

applications　submltted　pursu＆nt　to　the　above　provisiolls　llecd　not　be＆ccompanied　by　a　fomlal

walver　request，but　should　state　that　they　fall　within　the　terms　of　thls　Order　as　to　the、、・alver．

AnysuchapPhcati・ns…illbesubjectedt・thec・nditi・nssetf・曲hcreinjncludingthat
operation　is　conditioned　on　comphance、vith　any　fiml　mles　that　m＆y　be　adopted　in　this

proceed亘ng．

PROCEDURAL　MATTERS

A．　Regu且atory　Flexibility　Act

　　　　　　27．As　required　by　Section6030f　the　Regulatory　Flexibility　Act5U，S．C§603．the

Commission　has　prepared＆n　Initial　Regulatory　Flexibilit》・Analysis（IRFA）of　the　expected

impact　on　small　entities　ofthe　proposals　suggested　in　thls　document　The　IRFA　is　set　forth　ill

Appendix　A．Written　public　comments　are　requestcd　on　the　IRFA，Thesc　comments　must　be

filed　in　accord＆nce　with　the　same　fihng　deadlines　as　comments　on　the　rcst　ofthe　Further　Notlce，

but　they　must　have　a　scparate　and　distinct　headlng　designatlng　them　as　responscs　to　the　IRFA．

TheSecreta圷・shallsendac・Py・fthisFu曲erN・ticc．lncludlngthelRFA，t・the（lhiefC・unsel
fbr　Advocacy　of　the　Small　Business　Admlnlstration　in　accordance、、・ith　Section603（a）of　the

Regulatory　Rexibility　Act5U，S．C§603（a）．

B．　ExPσ舵Ru且es一一Permit－But－Disclose　Proceedings

　　　　　　　28．This　is　a　pennit－but－disclose　notice　and　comment　mle　making　procecding　ム詫

ρo舵prescntations　are　permitted，cxcept　during　any　Sunslline　Agenda　period．provided　thcy　are

disclosed　as　providcd　in　tllc　Commission’s　rules．　5θe　genem〃y47CFR．§§L　l200（a）．L　l203．

and　l．1206．
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C. Authoritv. 

29_ This action is taken pursuant to Sections 4(i). 3Ol. 302 3O3(c) 3O3(D ~nd 303(r) of 

thc Communications Act of 1934_ as amcndcd_ 47 U S C_ Scctrons 114(1) 3(JI 302 3O3(c) 
30_~(O- and ~_ O3(r) 

D. Comment Dates 

30 Pursuant to Sections 1 415 and I .4lc) ofthe Commission's rules_ 47 C F R_ SS 1 41_~~. 

l 419. interested parties ma¥' file comments on or before 175 days after publication in the 

Federal Register]_ and replv comments on or before [l05 days after publication in the Federal 

Register]_ Comments ma¥' be filed using the Commission's E]ectronic Comment Filing System 

(ECFS) or by filing paper copies See Electronic Filin of Documents in Rulcmakin 
Proceedin s. 63 Fed Reg 24.121 (1998) 

3 l_ Commcnts filed through the ECFS can be sent as an electronic file via the Intemet 

to  General]y- only one copy of an elcctronic 
submission must be filed If multiple docket or rulemaking numbers appear in the caption of 

this proceeding- ho¥¥'ever, commenters must transmit one electronic copy of the comments to 

each docket or nrlemaking number referenced in the caption. In completing the transmittal 

screen. commenters should include their full name, Postal Service mailing address, and the 

applicable docket or rulemaking number. Parties ma¥' also submit an electronic comment by 

Intemct e-mail. To get filing instructions for e-mail comments. commenters should send an 

e-mail to ecfstl'fcc g?v, and shou]d includc the follo¥ving l¥'ords in the body of the message, 

"get form ," A sample form and dircctions ¥¥'ill be sent in reply. 

32. Parties ¥¥'ho choose to filc by paper must file an original and four copies of all 

comments. rcpl¥' comments and supporting commcnts If participants ¥¥'ant each 

Commissioner to receive a pcrsonal copy of their comments_ an original plus nine copies must 

be filed. If more than one docket or rulemaking number appcar in the caption of this 
proceeding, commentcrs must submit t¥¥'o additional copies for each additional docket or 

rulemaking number. All filings must be sent to the Commission's Secretar)', Magalie Roman 

Salas_ Office of Secretary, Federal Communications Commission. 445 1 2th Street, SW. 

Washington. DC 20_554 Comments and reply comments ¥¥'ill be available for public 
inspection during regular business in the FCC Reference Center (Room CY-A257), 445 12th 

Street, SW, Washington, DC 20554. 

ORDERING CLAUSES 

33. IT IS ORDERJE;D that. pursuant to Sections 4(i), 301_ 302, 303(e), 303(D, and 

303(r) ofthe Communications Act of 1934. as amended, 47 U.S.C Sections 154(i)_ 301, 302. 
303_ (c). 303(O. and 3O3(r), this Further Notice of Proposed Rule Making is hereby ADOPTED. 

34. IT IS FURTHER ORDERED that_ pursuant to Sections 4(i), 301, 302_ 303(e). 
3O3(D, and 3O3(r) ofthe Communications Act of 1934_ as amended, 47 U S C. Sections 154(i)_ 

301_ 302_ 303(e)_ _303(O. and _303(r), the Application for Revie¥v filed by Wi-LAN, Inc on 

Scptember 20, 2000 is hereby DENIED 

3_~ IT IS FURTHER ORDERED that_ pursuant to Sections 4(i). 301. 302, 303(e), 
303(D, and 303(r) ofthe Communications Act of 1934_ as amended, 47 U S C Sections 154(i)_ 

301, 302, 303(e). 303(O, and 303(r), OET shall process applications for certification of digital 

modulation systems that operate in the 2400 - 2483._5 MHZ band for compliance ¥vith the 

proposals in this Further Notice of Proposed Rule Making 
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36_ IT IS FURTHER ORDERED that the Commission's Consumcr Inf~ormation Bureau 
Referencc Information Ccnter_ SHALL SEND a copy ofthis Furthcr Notice of Proposed Ru]e 

Making- including thc Initial Regulaton~' Flexibilit¥' Act_ to the Chief_ Counsel for Advocac¥' of 

the Small Busincss Administration 

37 For furthcr 

Office of Enginecring 
nmcneil'a:fcc. ov. 

information concerning this Furthcr 

& Technology, (202) 418-2408_ 

Noticc. 

TrY 
contact Ncal L 

(202) 418-2989 
McNeil. 

email 

FEDERAL COMMUNICATIO~lS COMMISSION 

Magalie 
Secretar¥' 

Roman Salas 
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APPENDIX　A

lnitia且Regulatory　Flexibility　Ana且ysis

　　　　　　As　requlred　by　Section6030fthe　Regulatory　Flexibiht｝・Act．3】the　Commission　has

prepared　an　Initlal　Rcgulatory　Flexibility　Analysis（IRFA）ofthe　expected　slgnificant

economic　impact　on　small　entities　by　the　policies　and　mles　proposed　in　this　Further　Notice　of

Proposed　Rule　Making　and　Order（FurtherNoticc）．WriUen　public　commellts　are　requested

on　the　IRFA．　Commcnts　must　be　identlficd　as　responses　to　the　IRFA　and　must　be　filed　by

the　deadlines£or　comments　on　the　FurtherNotice　ofProposed　Rule　Making　providcd　above

in　paragr＆ph27．

A。　Need　for　and　Objectives　of　the　Proposed　Ru且es

　　　　　　　　　　　This　Further　Notice　proposes　changes　that　remove　unncccssary　regulator｝▼

barriers　to　the　introduction　of　ne、v　wireless　devlces－using　spread　spectmm　and　other　digital

technologies．　The　proposals　wlll　also　improve　sharing　of　the　spectmm　by　wlreless　devices

opcmting　in　the2．4GHz　band（2400－2483．5MHz）．Speci丘cally，the　FurtherNotice　proposes

to　relax　the　fヤequency　hopping　spread　spcctrum　mles　in　Section　l5．2471n　accordance　witll　a

Jolnt　Pctition　forαar甫catlon，or　in　the　Altemative，Partial　Reconsideratlon行led　by　thirteen

part重es．32　The　proposed　changes　would　pcrmit　all　fヤequency　hopplng　systcms　in　the24GHz

bandtouseasfewas盤eenhoPPingchannelsinsteadofthesevcnty一行vehoPPlngchannels
some　systems　are　now　required　to　use．　Systems　uslng　the　minlmum　number　of　channcls　wi且1

be　required　to　employ　adaptive　hopping　techniques　in　order　to＆vold　transmitting　on　occupied

irequenclCS．

　　　　　　　　　　　The　Further　Notice　seeks　comments　regarding　altemative　operating　parameters

or　conditions　for　frequency　hopping　systems　that　may　achieve　the　samc　goals．　For　example，

the　operating　collditions　in　the　Joint　Petition、、・ould＆110w　a　system　using　l　MHz　bandwldth

hopping　chamels　to　use　as　little　as　l8％of　the＆vallable　spectmm　at2．4GHz　to　imp】ement

adaptive　hopping　techlliques．　The　Further　Notices＆sks、vhether　the　Commisslon　could　realize

the　goals　of　the　petltioners　by　requiring　that　ad＆ptive　hopping　systems　use　a　minimum　of25％

or50％ofthe　band　with　a　power　reduction　in　relationship　to　amount　ofspcctmm　used．

　　　　　　　　　　　The　Further　Notice　also　proposes　to　modlfy　the　mles飾mon－frequency　hopping

spread　spectmm　systems　in　the　gl5MHz（902－928MHz），2．4GHz，and5．7GHz（5725－5850

MHz）bands　to　accommodate　developing　systems　that　use　dlgital　modulation　techniques．

Systems　using　digltal　modulation　tec㎞iques　would　be　required　to　meet　the　samc　tcchnical

requircments　as　spread　spcctmm　systems，as　modified　in　this　procceding．　The　Commisslon

belleves　that　this　proposal　will　allow　more　and　more　diverse　products　to　utilize　those　bands　and

thereby　lncrease　consしlmer　choice．　It　would　also　provlde　the　flexibility　and　cert＆lnty　needed　to

promote　thc　introduction　of　new，non－interfbring　products　into　thc　band．、vithout　the　need　for

倉cquent　mlc　changes　to　address　each　specific　new　technology　that　m＆y　be　developed．　This

proposal　would　more　closely　ahgn　the　Section　l5．247spread　spectmm　mles　with　the　Sectlon

315U．S．C．§603．

32ぶ副・i〃’Pe’ili・1所〕7α岬・α1i・η・ろin’h召、4〃e脚’ivε，P伽α1肱・η5irZ酬1。nnledOc1。ber25，

2〔）00in　ET　Docket99－2310n　behalfof3Comm，Apple　Computer，Cisco　Systems，Dcll　Compu芝er，IBM，

Ill重el　Corporation，Intersil．Lucent　Tec㎞010gies、Mlcroson．Nokia　lnc．．Sllicoll　Wa、▼e，Toshiba　America

h面ormabonSyslcms．andTcxasInst㎜ents．
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15．407U－Nll　rules．　Therefbre．we　seek　comment　on　whether　the　same　result　would　be

achieved　by　amendingthe　U－NH　mles　to　include　the　gl5MHz　and2．4GHz　bands．

　　　　　　Finally，the　Fu且her　Notice　proposes　to　eliminate　the　processing　gain　requirement岱or

direct　sequence　spread　spectmm　systems．　The　processhlg　gain　requlrement　w＆s　adopted　more

than　ten　years　ago　as　a　means　to　ensure　that　manufacturers　wou】d　not　takc　advantage　of　thc

higher　power　levels＆fforded　spread　spectmm　devices　by　designing　s｝・stems　with　wide

bandwldths　where　much　of　the　energy　transmitted　is　not　needed　for　communication，As　the

sprcad　spectmm　industry　has　matured　it　is　not　clear　that　thls　requirement　continues　to　be

necessary．Manuf吾cturers　have　an　incentive　to　design　their　systems　to　include　processing　gain

inorderfbrtheirdcvicestooperatepr・perly・・▼henl・catednear・therradi・絹requencydcvlces・

B。　Legal　Basis

　　　　　Thepr・P・sedacti・nlstakenpursuantt・Secti・ns4（i），301302、303（e），303（D，and

303（r）of　the　Communications　Act　of　l934，as　amended．47US℃、Sections　l54（i），30L302．

303（e）ラ303（f），and303（r）．

C．　Description　and　Estimate　of　the　Number　of　SmaIl　Entities　to　Which　the　Proposed

Rules　WmApply

　　　　　　The　RFA　directs　agencies　to　provide　a　descriptlon　of　and、、vhcre　feaslble，an　estimate

of　the　number　of　small　entities　that　may　be　af琵cted　by　the　proposed　nlles．if　adopted，33　The

Regulatory　Flexibility　Act　defines　the　term”small　entlty”as　having　the　same　meaning　as　the

terms”small　business，”’冒small　organization、”and”small　business　concem”undcr　section30f

the　Small　Business　Act．34　A　small　business　concem　ln　its　field　of　operation二and（3）satis行es

an、・additional　criterla　cstablished　by　the　SBA．35

　　　　　　The　Commisslon　has　not　developed　a　deflnition　of　small　entities　applicable　to

unlicensed　communications　devices　manufacturers．　Therefore，、ve　will　utlhze　the　SBA

definition　applicable　to　manufacturers　of　R．adio　and　Telev重sion　Broadcasting　and

Communications　Equipment．　According　to　the　SBA　regulations、unlicensed　transmltter

manufacturers　must　have7500r　f6wer　employees　on　order　to　quali込・as　a　small　business

concem．36　Census　Bureau　data　indlcates　that　there　are858U．S．companies　that　mam£acture

radlo　and　television　broadcasting　and　communications　equipment，and　that7780f　these　firms

have飴werthan750employees　and　would　be　classi五ed　as　small　entities．37We　do　not　believe

this　action　would　have　a　negative　impact　on　smaII　entities　that　manufacture　unhcensed　spread

spectmm　devices．　Indeed，we　beheve　the　actions　should　benefit　smaH　entlties　because　it

335U．S．C．§603（b）（3）．

34〃．§601（3）．

351‘1．§632．

36　、9eεB　C．F．R．§121．201，NAICS　Code334220（SIC　Code3663），　Ahhough　SBA　no、v　uses1he

NAICS　classifica1ions，ins重ead　of　SIC．the　size　standard　remaills　the　s｛mle，

3β　、艶θU．S．Dep乳．of　Commerce，1992C8nsε岱（ゾ丁紹n甲01・’orlon，Coη〃1～朋16α1ioη3‘7η‘1α1111ic5（issued

May　l995）．SIC　category3663（NAICS　Code334220），
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should　makc　available　increased　busllless　oppo血mities　to　small　elltities．　We　request　comment

oll　thcsc　assessnlcnts．

D。　　Description　of　Projected　Reporting，　Recordkeeping　and　Other　Compliance
Requirements

　　　　　　Part　l5transmltters　are　already　reqしlired　to　be　allthorizcd　tmder　the　Commission『s

certif、cation　procedしlre　as　a　prercquisitc　to　marketing　and　importation．　臥9eθ47CFR．

§§15．101，15．2〔）Ll5．305，andl5405．Additiollally，manu伍cturersofdirectscquencesprcad

spectmm　systems　must　submit　a　determination　ofsystem　processing　gaill　to　the　Commission　in

ordertoobtainproductccrti行cation．

　　　　　　The　proposed　regul＆tions　will　add　permissible　methods　of　operation　for　frcquency

hopping　spread　spectmm　systems．　No　new　rcporting　or　recordkeeping　requirements　are

proposed　fbr　thc　mnmfacturers　o価requcncy　hopplng　spread　spectnlm　devices．However，the

mles　proposed　in　the　Further　Notice　would　eliminate　the　requirement　that　manuf乞cturers　of

dlrect　sequcncc　systems　submit　evidence　of　comphance　with　a　minimum　processing　gain，

Therefore．the　proposcd　rules　reduce　the　reporting　and　recordkeep垂ng　burdens　placed　on　all

manufacturcrs、illcludlng　small　entities．　None　of　the　proposals、vould　require　alteration　of　any

exlstlng　Products．

E．　Steps　Taken　to　Minimize　Signi6c裂nt　Economic　Impact　on　Small　Entities，and
Sign置行cant　Alternatives　Considered

　　　　　　The　RFA　requires　all　agency　to　descrlbe　any　significant　altematives　that　it　has

consldered　in　rcaching　its　proposed　approach．、vhlch　may　include　the　follo、、・ing　four

altem＆tivcs：（1）the　establishment　of　differing　comphance　or　reporting　requirements　or

timetables　that　takc　into　account　the　resources　available　to　small　elltitiesl（2）the　clarification．

consolidation．or　slmphflc＆tion　ofcompliance　or　reporting　requirements　tmder　the　rule　for　sma”

entitlesl（3）the　usc　of　perfbrmance，rather　than　design　standardsコnd（4）an　exemptlon丘om

coverage　ofthe　rulc．or　any　part　thereo仁fbr　small　entities．

　　　　　　At　this　time．the　Commisslon　does　not　believe　the　proposals　contained　in　thls　F皿ther

Notice、vlll　have　a　slgnificant　economic　impact　on　small　entities．　The　Further　Notlce　does　not

propose　ne、v　dev重ce　design　standards．　instead，it　relaxes　the　rules　with　respect　to　the　t》pes　of

devlces　which　are　allowed　to　operatc　pursuant　to　thc　spread　spectmm　regulatlons．　There　is　no

burden　of　comphance　with　the　proposed　changes．Manuf註cturers　may　continue　to　produce

devices　which　comply、vith　the　fo㎜emles　and，ifdesired，design　devices　to　compb・with　the

new　regulations，　The　proposcd　mles　wm　apply　equally　to　large　and　smaH　entitles．　Therefore，

there　is　no　incquitable　impact　on　small　entities．　Finally，this　Further　Notlce　does　not

recommend　a　deadline　for　implementation．We　believe　that　the　proposals　are　relatively　simple

and　do　not　requlre　a　transition　period　to　implement．　An　entity　desirlng　to　take　advantage　of

the　relaxed　regulations　may　do　so　at　any　time，

　　　　　　For　the　reasons　stated　above。unless　our　vlews　arc＆1tered　bv　commcnts、we負nd　that　the

proposed　mle　changes　contained　in　this　Further　Notice　will　not　present　a　signlficant　economic

burden　to　small　entities、　Therefore　it　is　not　necessaり・at　this　time　to　propose　altemative　nlles，

Notwithstanding　our　nndlng．we　request　comment　on　altematives　that　might　minimize　the

amount　ofadvcrse　economic　impact，lfany，on　sm＆Il　entlties．

E　Federa且Rules　that　May　Duplicate，OverlapラorConnictWlth　tbe　Proposed　RuIe

None．

一106一



Federal　Communic謎tlons　Commission FCC　Ol－158

APPENDIX　B

Proposed　Rule　Changes

Authoritv：47U．S．C．154．302、303．304．307．and544A．

We　proposeto　amelld　Title470fthc　Code　ofFederal　Regulations，Part　l5，as　follows：

　　　　　　Scctlonl5247isproposedtobeamendcdbyrevisingParagraphs（a），（a）（1）（ii）、
（a）（1）（i垂i）、　（c），　and　（d）こ　re－dcs重gnating　paragraphs　（b）（3）　and　（b）（4）　as　（b）（4）　and　（b）（5），

respectivelyladdinganewparagfaph（b）（3）こdeletingParagraph（c）lrcvisingParagraph（Dland
re－designating　paragraphs（f）．（g），and（h）εしs　paragraphs（e），（f）．and（g）．respectively．

Sechon　l5．2470peration　within　the　bands　gO2－928MHz，2400－2483．5MHz，and5725－5850

MHz．

　　　　　　（a）　Operation　under　the　provisiolls　of　this　section　is　limited　to£requency　hoppillg　and

direct　sequence　spread　spectmm　systems＆nd　digitally　modulated　intentional　radlators　that

comply　with　the　fbllowing　provisions：

（1）＊　＊　＊

（i）＊　＊　＊

　　　　　　（ii）　Frcqucncy　hopping　systems　operating　in　the5725－5850MHz　band　shall　usc　at

least75hopping行equencles．　The　maximum20dB　bandwidth　of　thc　hopping　channehs　l
MHz．Thc　avcragc　tlmc　ofoccupancy　on　any丘equency　shall　not　be　greater　than　O．4seconds

within　a30second　period．

　　　　　　（iii）　Frcquency　hopplng　systems　in　the2400－2483．5MHz　band　shall　use　at　least75

non－overlapping　channels，except　that　as　fbw　as　l5non－overlapping　channels　may　bc　used　for

systems　that　intelligently　modify　their　hopscts　in　accordance　with　Section　l5．247（g）．　Hopsets

modified　in　this　manner　must　be　re－determlned　at　least　once　every30seconds．　The　avcrage

time　ofoccupancy　on　any　channel　shall　not　be　greater　than　O．4seconds　within　a　perlod　of　O，4

seconds　multiplicd　by　thc　number　ofhopping　channels　employed．

　　　　　　（2）　Systems　using　direct　sequence　spre＆d　spectmm　and　dlgital　modulation　techniques

may　operate　in　the902－928MHz，2400－2483．5MHz，and5725－5850MHz　b＆nds，

（b）＊　＊　＊

　　　　　　（1）for　frcqucncy　hopping　systems　in　thc2400－24835MHz　band　cmploying　at　lcast

75hopping　channcls．and　all　f『equency　hopping　systems　in　the5725－5850MHz　band：l　Wa賃、

For　aH　other　frequency　hopplng　systems　in　thc2400－24835band：0，125Watt

（2）＊　＊　＊

　　　　　　（3）For　systcms　using　dlgital　modul＆tion　in　the902－928MHz．

and5725－5780MHz　bands：l　Watt

2400　2483．5MHz．

　　　　　　（4）　Exccpt　as　shown　belo、、・、lftransmltting＆ntennas　of　directlonal　gain　greatcr　than6

dBi　arc　uscd．the　peak　output　power石rom　the　intentionahadiator　shall　be　reduced　bclow　thc

above　statcd　valucs　by　thc　amount　in　dB　th＆t　the　directional　gain　ofthe　alltenna　excccds6dBi．
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　　　　　　（i）　Systems　operating　in　the2400－2483．5MHz　band　that　arc　used　exclusively　for

fixed．point－to－polnt　opcrations　may　employ　transmittillg　antennas　witll　directlonal　gain　greater

than6dBi　provided　the　maximum　peak　output　powcr　ofthe　intentional　radlator　is　reduced　by　l

dB　for　every3dB　that　the　directional　gain　ofthe　antenna　exceeds6dBl．

　　　　　　（ii）　Systems　operating　in　thc5725－5850MHz　band　that　are　used　exclusively　fbr　fixed．

point－to－point　operations　may　employ　transmitting　antemlas　with　dircctional　gain　greater　than6

dBl　without　any　correspondlng　reduction　in　transmitter　peak　output　power．

　　　　　　（lii）Fixed、p・int・t・一P・int・perati・n，asusedinparagraphs（b）（4）（i）and（b）（4）（il）・f

this　section．excludes　the　use　of　point－to－multipoint　systems，omnidirectiollal　applicatlons，and

multiple　co－10cated　lntentionahadlators　transmittillg　the　same　information，　The　operator　of

the　spread　spectmm　intentlonal　radiator　or．if　thc　equipment　is　professiona11y　installed，the

installcr重s　responsible　for　ensuring　that　the　system　is　used　exclusively　for　fixed，polnt－to－point

operatlons．　The　instnlction　manual　fUmished　with　the　lntentlonal　radiator　shall　contain

language　in　the　installatlon　instmctions　lnforming　the　operator　and　the　lnstaller　of　thls

「esponsibihty．

　　　　　　（5）　Systems　operating　under　the　provislons　of　this　section　shall　be　operated　in　a

manner　that　ensures　that　the　public　ls　not　exposed　to　radio　frequenc》・encrgy　levels　in　excess　of

the　Commission’s　guidelines．　See蒼L　BO7（b）（1）ofthis　Chapter．

　　　　　　（c）InanylOOkHzband…idth・utsidcthe£requencybandlnwhichthespread
spectmm　or　digitall｝『modulated　intentional　rad重ator　ls　operating．the　radlo£rcquency　po、、・erthan

is　produced　by　thc　intent垂onal　radiator　shall　be　at　least20dB　below　that　in　thc　lOO　kHz

bandwidthwithintl・ebandthatc・ntainsthehighestlevelofthedcsiredpo・ver．basedoneither
an　RF　conducted　or　a　radiated　measurement．　Attenuation　below　the　general　limits　specified　in

§15．209（a）is　not　required．　In　addition．radiated　emissions、vhlch　fall　in　the　restricted　bands．as

defincd　in§15．205（a），must　also　comply　wlth　the　radlated　emlssion　limlts　specified　in§

15．209（a）（see§15．205（c））．

　　　　　　（d）For　direct　sequence　spread　spcctmm　and　digltally　modulated　systems，the　peak

power　spectral　density　conducted丘om　the　intention＆l　radlator　to　the　antenna　shali　not　be　greater

than8dBm　in　any3kHz　band　during　an》・tlme　interval　ofcontinuous　transmission．

　　　　　　（e）　For　the　purposes　of　this　section，hybrid　systems　are　those　that　employ　a

comblnation　of　both£requency　hopplng　and　dlrect　sequence　or　digital　modulation　techniques，

The行equency　hopping　operation　of　the　hybrid　system，with　the　direct　sequence　or　digital

modulatlon　opemtion　tumed　off，shall　have　an　average　time　ofoccupancy　on　any翁requency　not

to　exceed　O．4seconds　within　a　time　period　in　seconds　equal　to　the　number　of　hopping

freqllencies　employed　muklphed　by　O．4．　The　dlrect　sequence　or　the　digital　modulation

operahon　of　the　hybrld　s玉・stem，wlth　the　frequency　hopping　operation　tumed　of皐shall　comply

、v重th　the　po、ver　density　requirenlents　ofparagraph（d）ofthis　section．

　　　　　　（i）　Frequency　hopping　systems　are　not　rcquired　to　employ　all　available　hopping

channcls　during　each　transmission．　However，the　system，consisting　of　both　the　transmitter

and　the　receiver．must　be　designed　to　comply　with　all　of　the　regulations　ill　this　section　should

the　trallsmitter　be　presented　with　a　continuoしls　data（or　information）stream．　ln　addition．a

system　cmploying　short　transmission　bursts　must　comply　with　the　deflnltion　of　a　ffequency

hopping　s｝・stem　and　must　distribute　lts　translllissions　over　the　minimum　number　of　hopping

channels　spec孟flcd　ln　this　sect重on．

（g）　The　incorporation　of　intelligence、vithin　a倉equency　hopping　system　that　permits
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the　system　to　recognize　other　users　withln　the　spectmm　band　so　that　it　individuall》・and

independentlych・・sesandadaptsitsh・psetst・av・idh・PPing・n・ccupiedchannelsis
permitted，　The　coordlnation　offfequency　hopplng　systems　in　any　other　manner　for　the　express

purpose　of　avoiding　the　simultaneous　occupancy　of　individual　hopplng　fヤequencies　by　multiple

transmitters　is　not　pcrmitted．

一109一









諮問第2001号
平成13年3月28日

情報通信審議会

　会長　秋山　喜久　殿

総務大臣

　　片山 虎之助

諮　　問　　書

下記について諮問する。

記

2．4GHz帯を使用する無線システムの高度化に必要な技術的条件について
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別紙

諮問第2001号
　2．4GHz帯を使用する無線システムの高度化に必要な技術的条件

1　諮問理由

　2．4GHz帯は、小電力データ通信システム（無線LAN）及び移動体識別といった小電力

無線設備等が運用されているほか、電子レンジをはじめとした各種ISM（産業科学医療用）

機器に利用されている。

　現在、小電力データ通信システムについては、無線インターネットアクセスの二一ズの

増大に伴い、大容量データ伝送技術等の開発・検討が行われている。また、移動体識別シ

ステムについては、耐干渉性に優れた新たな方式を国際的な標準とする検討がなされてい

る。これらの動きを受けて、小電力データ通信システムや移動体識別システムのより高度

な利用について、産業界からも大きな期待が寄せられている。

　このため、この周波数帯を利用する他の無線システムとの共用条件等も踏まえ、小電力

データ通信システム及び移動体識別の無線局の高度化を可能とするための技術的条件につ

いて検討を行う必要がある。

2　答申を希望する事項

小電力データ通信システム及び移動体識別の無線局の高度化に必要な技術的条件

3　答申を希望する時期

平成13年9月頃

4　答申が得られたときの行政上の措置

関係省令等の改正に資する。
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